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① 「健康保険被扶養者（更新）（異動）届」に扶養解除理由と解除日を記入。
② ①の解除対象者氏名を二重線で抹消し、側に「扶養解除済」と記入。
③ 各会社・団体の人事担当者まで提出。

　当健康保険組合では、下記要領で令和8年度の被扶養者資格調査(検認)を
実施しますので、必要書類の提出をお願いいたします。

被扶養者資格調査(検認)実施要項

各会社・団体の人事担当者 様

被扶養者の資格調査(検認)ご協力のお願い
毎年資格調査を実施します

重  要

被扶養者の解除手続きについて

ベネッセグループ健康保険組合に加入している全被扶養者

令和8年7月9日（木）～8月17日（月）
令和8年8月17日（月）必着

ベネッセグループ健康保険組合からのお知らせ

調査対象

実施時期
提出期限
提出書類

提  出  先

① 「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」［別紙］
② 収入状況（扶養状況）を確認できる書類
       ※対象者の続柄により提出書類が異なりますので、①「健康保険被扶養者
　　   (更新)(異動)届」をご確認のうえ、必要書類をご提出ください。
　   ※ご提出の際は、本紙が入っていた封筒を再利用してください。

● 資格審査を公平かつ厳正に行うために、当健康保険組合が指定する公的な証明書等のご提出をお願いします。
● 書類の作成費用等、資格審査の手続きに要する費用は、被保険者の個人負担となります。
● 提出いただいた書類は返却できませんのでご了承願います。
     ※本調査においてご報告頂く個人情報に関しては、今後の適正な認定および資格確認のために使用するもので、当該業務の目的以外に
　　 使用することはありません。

● 個人情報保護の取り組みにつきましては、当健康保険組合ホームページの「個人情報保護に関する基本方針」   
   をご参照ください。
● 当健康保険組合は、本調査を「株式会社 法研」に委託いたします。委託にあたっては委託先の適正な管理 
   および監督を行います。

!
本状は、厚生労働省の指導（健康保険法施行規則第50条）に基づく、扶養認定調査です。
「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」の未提出および添付書類不足の場合は、当健康保険組合の
指定する日で、健康保険の資格が喪失となり、「マイナ保険証」および「資格確認書」が使えなく
なります（病院での医療費等が全額自己負担になります）ので、速やかに必要書類をご提出ください。

こんな時は被扶養者解除手続きが必要です。

被扶養者は、被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。日常の生活実態
が大きく変化し、被扶養者が経済的に自立するなど、被扶養者としての認定基準を満たさなく
なった場合は、速やかに被扶養者解除手続きを行ってください。

● 就職して、就職先の健康保険組合に
    加入したとき。

● 勤務先の健康保険組合に加入したとき。

● 収入超過が見込まれるとき。
（収入基準はP3をご確認ください）

● 離婚・死亡したとき。

● 他の家族の被扶養者となったとき。

● 同居条件の被扶養者が別居したとき。

① 「健康保険被扶養者（更新）（異動）届」に扶養解除理由と解除日を記入。
② 解除対象者の「資格確認書（発行されている方のみ）」を①と同封。
③ 各会社・団体の人事担当者まで提出。
　※提出する際は、封筒に記載されている提出物「□被扶養者(更新)(異動)届」「□資格確認書
　　（発行されている方のみ）」に必ず□。

■ これから被扶養者の扶養解除手続きをする場合

■ すでに被扶養者の扶養解除手続きが終了している場合

「資格確認書」が
発行されていれば、
返却が必要なのね

リーフレット

※「被保険者証」を紛失した場合は、「滅失届」(当健康保険組合HPよりダウンロード)を提出してください。※「被保険者証」を紛失した場合は、「滅失届」(当健康保険組合HPよりダウンロード)を提出してください。※「資格確認書」が発行されている方で、紛失した場合は、「資格確認書滅失届」(当健康保険組合HPよりダウンロード)を提出してください。

［ 開設期間 令和8年7月9日（木）～11月30日（月）］

ベネッセグループ健康保険組合
https://www.benesse-kp.or.jp/

お問い合せ先
(日本語対応のみ)

ベネッセグループ健康保険組合 被扶養者調査専用 法研コールセンター
TEL:03-5213-4574 9:00～17:00  土・日・祝日・年末年始を除く

※データの処理の都合上、すでに扶養解除手続きが終了している方にも｢健康保険被扶養者
　(更新)(異動)届｣が届く場合があります。

＜補足＞

扶養解除の
手続きをする場合は、

「資格確認書（発行されている方のみ）」
［原本］を返却してください。

ベネッセグルー
プ健康保険組

合

提出期限:令和
8年8月17日(

月) 必着

【 健康保険被
扶養者(更新)(

異動)届 】 〈
 配偶者用 〉

は　い

いいえ

お手元・
金融機関

※被保険者が
社命により単

身赴任中の場
合は不要

※「仕送り証明
書」は「振込明

細」または「通
帳」

※誰から・誰
に・仕送り日・

仕送り金額が
わかるもの

※詳細はリー
フレットP6 ❻

-2を参照
※詳細はリー

フレットP6 ❻
-1を参照

年  齢
続  柄

居住地

〈扶養解除理由
〉

〈扶養解除日
〉 令和　　　　

　  年　　  　
　　月　　　

  　　日

扶養
解除

氏  名

同別居

調
査
対
象
者

□ ⑴ 同居
□ ⑵ 別居：被保

険者が単身赴
任中

□ ⑶ 別居：上記
以外（ 理由記入　　

　　　 　　　
　　　　）

□ 日本に居住　□
 海外に居住

職業等
□ ⑴ 給与所得

者　□ ⑵ 自営業　□
 ⑶ 学　生

□ ⑷ 年金受給
者　□ ⑸ 無　職

生年
月日

以下のQ1～Q
5の質問すべて

にお答えくださ
い。 「はい」とお

答えの場合は、
各必要書類をご

用意のうえ、記
入欄の該当項

目を記入してく
ださい。

チェック欄

発行元

勤務先

元勤務先

日本年金
機構 等

税務署

必要書類

記入欄

Q1. 調査対象
者は給与収入

(アルバイト・パ
ート等含む)が

ありますか？

□⑴老 齢　　□⑵遺 族　　□⑶障 害

□⑷その他 
 (　　　　 　　　　　　 

   　　　)

 (　 　　　　　　     　　
　)

□⑴受  給  中　
  □⑵受給期間延

長中

□⑶受給終了　
   □⑷受給資格な

し

Q2. 調査対象
者は年金収入

がありますか？

Q3. 調査対象
者は給与・年金

以外の収入が
ありますか？ 両方両方両方

両方両方両方

□⑴営 業　□⑵不動産　 □⑶農 業

□⑷  雑

□⑸その他

調査対象者の
令和7年分 「確

定申告書（控）
」［コピー］

調査対象者の
令和7年分 「収

支内訳書」［
コピー］ または

「青色申告決
算書」［コピー

］

調査対象者の
退職日が確認

できるもの

調査対象者の
雇用保険失業

給付の受給状
況等の確認書

類［コピー］

調査対象者の
令和8年直近

の「年金振込通
知書」［コピー

］または

「年金額改定
通知書」［コピ

ー］

調査対象者の
令和8年直近

連続3ヵ月分の
 「給与明細書

」［コピー］

※発行年月、
氏名の記載部

分も必要

※企業年金、
老齢(厚生)年

金、障害年金
、遺族年金等

、受給している
すべての年金

が対象

※支給月、氏
名、会社名の

記載部分も必
要

※紛失や出勤
がない月があ

る、働き始め
て間もないな

どの理由で3ヵ
月分提出でき

ない

　場合は、「給
与支払（見込

）証明書」を勤
務先へ作成依

頼

Q4. 調査対象
者は現在無職

で、令和7年1
月1日以降に退

職しましたか？
令和　　　　

　年　　　　
　月　　　　

　日
［ 退職日 ］

［ 雇用保険失
業給付受給状

況 ］

［ 年金の種類
 ］

［ 収入の種類
 ］

は　い

いいえ

は　い

いいえ

は　い

いいえ

は　い

いいえ

Q5. 調査対象
者は被保険者

と別居してい
ますか？

□ ⑴ 有
□ ⑵ 無

被
保
険
者

氏　名

本紙「健康保
険被扶養者(更

新)(異動)届」に
ついて記入し

た内容は事実
と相違があり

ません。

提出日

住　所

日中連絡先

記号番号

標準報酬
月額

資格取得日

令和8年　　
　　　　　月

　　　　　　
　日

〒

生年月日
性　別

配偶者

直近3回分の「
仕送り証明書

」［コピー］

自署

※個人事業収
入・不動産収

入・株式配当
金等

必ずご提出
いただく書類

チェック欄

必要書類

必ずご提出
いただく書類

該当項目に□
チェックおよび

記入のうえ、本
紙と必要書類

を一緒にご提
出ください。

※令和7年1月
～12月中の収

入が計上され
ているもの

調査対象者の
令和8年度「所

得証明書」［
原本］ または 「課税（

非課税）証明書
」［原本］

発行元

市区町村
役所

世帯全員の「住
民票」［原本］

※直近3ヵ月以
内に発行され

た世帯全員分
のもの　※続

柄・本籍地の記
載があるもの

※被保険者と
調査対象者が

別居している
場合は、双方

の「住民票」が
必要

両方両方両方

常務理事

事務使用欄

事務長
担当者

事業所所在地

名　　　称

事業主氏名

電　　　話

事業所担当者
様へお願い：こ

の用紙を「異動
届」として使用

する場合は【正
】・【副】を提出

してください。

※調査対象者
の年間収入が

被保険者の年
間給与収入の

2分の1以上に
なる場合は、

被保険者の給
与以外の収入

がわかるもの（
直近の「年金

通知書」・「確
定申告書」等

の

　[コピー] ）を
併せてご提出

ください。添付
がない場合は

、給与以外の収
入なしとして審

査を実施しま
す。

【ベネッセグループ健康保険組合からの重要書類】
令和8年度 健康保険被扶養者(更新)(異動)届 在中

この封筒を再利用して書類を提出していただきます。丁寧に開封してください。
　　書類提出時は「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」の氏名欄が見えるように封入してください。

この封筒を再利用して書類を提出していただきます。丁寧に開封してください。
ポストに投函しないでください。

ベネッセグループ健康保険組合

提出期限

提 出 先 各会社・団体の人事担当者

提 出 物

□ 「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」
□ 「所得証明書（課税（非課税）証明書）」、「住民票」
□ その他、該当する書類
□ 「健康保険資格確認書（発行されている方のみ）」(扶養解除をする方)

この封筒に入れる前に、今一度「健康保険被扶養者（更新）（異動）届」を
ご確認のうえ、書類を揃えてご提出をお願いいたします。

【 封入された書類に□をお願いします 】

令和8年8月17日(月) 必着

https://www.benesse-kp.or.jp

本状は、厚生労働省の指導（健康保険法施行規則第50条）に基づく、扶養認定調査です。
期限までに回答いただけない場合は、健康保険の資格を喪失し、「マイナ保険証」・「健康
保険資格確認書」が使えなくなります。（病院での医療費等が全額自己負担になります）宛名を確認
して開封したのち、速やかに必要書類を提出してください。
!

お問い合せ先

委 託 先

【 被扶養者資格調査窓口 】土・日・祝日・年末年始を除く 9:00～17:00
法研コールセンター TEL:03-5213-4574

重 要

〒162-0813  東京都新宿区東五軒町6番22号 フロントプレイス飯田橋２F 201
株式会社 法研 ベネッセグループ健康保険組合 被扶養者資格調査 担当

［ 開設期間  令和8年7月9日（木）～11月30日（月）］

ポストに投函
しないでください×

見本

① 令和8年1月1日以降に認定された被扶養者を除く。
    （合併・転籍時に審査省略にて扶養継続となった方は対象とします）
　 ただし、同一世帯に令和7年12月31日以前に認定されている被扶養者
　 がいる場合は、併せて調査対象とする。
② 被保険者の配偶者が被扶養者になっている世帯で、生年月日が平成20年
　 4月2日以降の「子」は調査対象外とする。

ベネッセグループ健康保険組合　被扶養者調査案内　仕上がりサイズ：A4(W210 × H297mm )・中綴じホッチキス留め(左綴じ)・ 4/4C・【 表紙 / P8 】 2026/06/12/13:19
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ベネッセグループ健康保険組合

提出期限:令和8年8月17日(月) 必着

【 健康保険被扶養者(更新)(異動)届 】 〈 配偶者用 〉

は　い

いいえ
お手元・
金融機関

※被保険者が社命により単身赴任中の場合は不要
※「仕送り証明書」は「振込明細」または「通帳」
※誰から・誰に・仕送り日・仕送り金額がわかるもの

※詳細はリーフレットP6 ❻-2を参照

※詳細はリーフレットP6 ❻-1を参照

年  齢続  柄

居住地

〈扶養解除理由〉

〈扶養解除日〉 令和　　　　　  年　　  　　　月　　　  　　日
扶養
解除

氏  名

同別居

調
査
対
象
者

□ ⑴ 同居
□ ⑵ 別居：被保険者が単身赴任中
□ ⑶ 別居：上記以外（ 理由記入　　　　　 　　　　　　　）
□ 日本に居住　□ 海外に居住

職業等 □ ⑴ 給与所得者　□ ⑵ 自営業　□ ⑶ 学　生
□ ⑷ 年金受給者　□ ⑸ 無　職

生年
月日

以下のQ1～Q5の質問すべてにお答えください。 「はい」とお答えの場合は、各必要書類をご用意のうえ、記入欄の該当項目を記入してください。
チェック欄 発行元

勤務先

元勤務先

日本年金
機構 等

税務署

必要書類 記入欄

Q1. 調査対象者は給与収入(アルバイト・パート等含む)がありますか？

□⑴老 齢　　□⑵遺 族　　□⑶障 害

□⑷その他 
 (　　　　 　　　　　　    　　　)

 (　 　　　　　　     　　　)

□⑴受  給  中　  □⑵受給期間延長中

□⑶受給終了　   □⑷受給資格なし

Q2. 調査対象者は年金収入がありますか？

Q3. 調査対象者は給与・年金以外の収入がありますか？

両方両方両方

両方両方両方

□⑴営 業　□⑵不動産　 □⑶農 業

□⑷  雑

□⑸その他

調査対象者の令和7年分 「確定申告書（控）」［コピー］

調査対象者の令和7年分 「収支内訳書」［コピー］ または
「青色申告決算書」［コピー］

調査対象者の退職日が確認できるもの

調査対象者の雇用保険失業給付の受給状況等の確認書類［コピー］

調査対象者の令和8年直近の「年金振込通知書」［コピー］または
「年金額改定通知書」［コピー］

調査対象者の令和8年直近連続3ヵ月分の 「給与明細書」［コピー］

※発行年月、氏名の記載部分も必要
※企業年金、老齢(厚生)年金、障害年金、遺族年金等、受給しているすべての年金が対象

※支給月、氏名、会社名の記載部分も必要
※紛失や出勤がない月がある、働き始めて間もないなどの理由で3ヵ月分提出できない
　場合は、「給与支払（見込）証明書」を勤務先へ作成依頼

Q4. 調査対象者は現在無職で、令和7年1月1日以降に退職しましたか？
令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

［ 退職日 ］

［ 雇用保険失業給付受給状況 ］

［ 年金の種類 ］

［ 収入の種類 ］

は　い

いいえ

は　い

いいえ

は　い

いいえ

は　い

いいえ

Q5. 調査対象者は被保険者と別居していますか？

□ ⑴ 有
□ ⑵ 無

被
保
険
者

氏　名

本紙「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」について記入した内容は事実と相違がありません。

提出日

住　所

日中連絡先

記号番号
標準報酬
月額

資格取得日

令和8年　　　　　　　月　　　　　　　日

〒

生年月日

性　別

配偶者

直近3回分の「仕送り証明書」［コピー］

自署

※個人事業収入・不動産収入・株式配当金等

必ずご提出
いただく書類

チェック欄 必要書類

必ずご提出
いただく書類

該当項目に□チェックおよび記入のうえ、本紙と必要書類を一緒にご提出ください。

※令和7年1月～12月中の収入が計上されているもの
調査対象者の令和8年度「所得証明書」［原本］ または 「課税（非課税）証明書」［原本］

発行元

市区町村
役所世帯全員の「住民票」［原本］

※直近3ヵ月以内に発行された世帯全員分のもの　※続柄・本籍地の記載があるもの
※被保険者と調査対象者が別居している場合は、双方の「住民票」が必要

両方両方両方

常務理事 事務使用欄事務長 担当者事業所所在地

名　　　称

事業主氏名

電　　　話

事業所担当者様へお願い：この用紙を「異動届」として使用する場合は【正】・【副】を提出してください。

※調査対象者の年間収入が被保険者の年間給与収入の2分の1以上になる場合は、被保険者の給与以外の収入がわかるもの（直近の「年金通知書」・「確定申告書」等の
　[コピー] ）を併せてご提出ください。添付がない場合は、給与以外の収入なしとして審査を実施します。

〔              　　　　　　　　　　　 　　　〕

該当する方がいる場合、「健康保険被扶養者
(更新)(異動)届」共同扶養用を同封しています。
必要事項をご記入のうえ、必要書類と併せてご提出
ください。

事業所名 ○○○○○○○○○○○
所属名 ○○○○○○○○○○○○
被保険者名 ○○○○○○○○○○様
記号 - 番号　0000-000
管理番号 00000000000(00/00)

被扶養者の認定基準

被扶養者には、保険料を負担しないで給付を受けられる代わりに、親族関係（続柄）と
扶養状況（被扶養者の収入状況）について、一定の要件を常に満たしている必要が
あります。
時間の経過とともにその要件から外れる方が出てくるため、当健康保険組合では
定期的に要件が備わっているかの確認を行い、被扶養者としての資格を審査します。

「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」の被保険者・調査対象者欄の記載内容を確認
し、必要事項をご記入ください。
記載内容を訂正する場合は、「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」とは別に「健康保険
(被保険者・被扶養者)記載事項変更(訂正)届」と対象者の「資格確認書（発行されてい
る方のみ）」が必要です。詳しくは各会社・団体の人事担当者にご確認ください。

「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」に記載された調査対象者全員の必要書類をご提出
ください。
なお、続柄ごとに内容が異なりますので、「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」に応じた
書類をご用意ください。
必要書類の発行手数料等は被保険者の自己負担となります。

書類を取得する際の疑問や、これまでに皆様からご質問いただきました内容を
Q&A形式でまとめましたのでご参照ください。

　書類を受け取った際の封筒を再利用して、封筒の表面に記載
されている提出物にチェックをいれ、各会社・団体の人事担当者
に提出してください。

※提出いただいた書類の内容確認後、別途
追加で書類を提出していただく場合がありま
すので、予めご了承ください。

　各会社・団体の人事担当者へご提出いただ
く際は、「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」の
宛名が見えるように封入してください。

❶ 被扶養者の認定基準
     ※参照 P3「 被扶養者の認定基準 」

❸ 調査対象者全員の必要書類の添付
     ※参照 別紙「 健康保険被扶養者(更新)(異動)届 」とP4～P5「 必要書類の説明 」

❷ 「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」の記入と確認
     ※参照 別紙「健康保険被扶養者（更新）（異動）届」の裏面「記入例」

❹ 書類の取得について
     ※参照 P6～P7「 よくある質問 」

❺ 「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」と必要書類の提出

健康保険が認める被扶養者の範囲は、被保険者本人から見て
3親等内の親族（民法上の親族と同一ではありません）である
ことが必要です。
さらに同一世帯＊が要件とされる親族もあります。

被扶養者となる家族を優先的に扶養する義務がある「優先扶養義務者」に収入証明を提出いただき、優先扶養義務者に扶養
する能力がなく被保険者が扶養しなければならないことを確認します。

被保険者と配偶者共に収入があり、共同で「子」を扶養して
いる場合は、被扶養者の人数に関わらず、年間収入の多い
方の被扶養者となります。
※当健康保険組合では、双方給与収入のみの場合は標準報酬月額で比較
　しますが、賞与を含めた今後1年の収入見込みでの比較をご希望される
　方は、被保険者と配偶者双方の今後1年の収入見込みが分かるものを
　提出してください。

＊…「被保険者と住居および家計を共同にすること」をいいます。
　　二世帯住宅などで同居していても、住民票を世帯分離している場合
　　は、同一世帯とは認められません。

下記①・②すべての基準を満たすことが認定継続の条件になります。

『被扶養者』として認められる親族の範囲

生計維持関係が必須条件

60歳未満 130 万円未満
年間収入被扶養者の年齢など

収入基準

3,612 円未満108,334 円未満
19歳以上23歳未満 150 万円未満4,166 円未満125,000 円未満

60歳以上または障害年金受給 180 万円未満5,000 円未満150,000 円未満

日額(雇用保険給付など)月額(給与・年金など)
要　件

主として被保険者の収入によって生活している

① 収入要件

同居の場合被保険者と被扶養者が 被扶養者の年収が被保険者の

● 被扶養者収入無：被保険者からの送金額が13万円/月以上であること
● 被扶養者収入有：被保険者からの送金額が被扶養者の年収以上であること
    且つ被扶養者の年収+被保険者の送金額が156万円/年以上であること

被保険者と被扶養者が 別居の場合

年収の1/2未満であること② 被保険者との
　 世帯関係・収入・
 　送金(仕送り）

優先扶養義務者

夫婦共同扶養

海外に在住し日本国内に住所を有さない被扶養者について（日本国籍の方も対象）

  ＊……提出されたすべての給与明細が収入要件を満たしていることが扶養認定継続の条件です。
＊＊…被扶養者の年収が被保険者の年収(給与)の1/2以上で、被保険者に給与以外に収入(年金・不動産収入 等)がある場合は、被保険者
　　　の令和8年直近の「年金振込通知書」または「年金額改定通知書」や令和7年分「確定申告書」一式を提出いただくことで、給与以外の
　　　収入も含めた金額で審査いたします。

資格調査の流れ

①………1親等
②………2親等
③………3親等

………同・別居可
………同居が条件

※配偶者は内縁の方を含みます。

＊＊

＊

祖父母

曾祖父母
③

②

父・母
①

孫
②

配偶者 本 人

父・母

祖父母

曾祖父母

②

①
伯父・伯母
叔父・叔母

③
伯父・伯母
叔父・叔母

③

③

兄弟・姉妹

甥・姪
③

②

甥・姪
③

配偶者
③

曾孫
③

①

配偶者
②

配偶者

③
配偶者

子
①

孫
②

曾孫
③

子
①

兄弟・姉妹
②

配偶者

配偶者

②

③

日本国内に住所を有さない方は、健康保険の被扶養者とは認められません。但し、下記の①～⑤を除きます。
① 海外留学をする学生
② 海外赴任に同行する家族
③ 海外赴任中の新たな同行家族とみなせる方（海外赴任中に生まれた被保険者の子や海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者）
④ 観光・保養・ボランティア活動など就労以外の目的で一時的に渡航する方
⑤ ①~④の他、渡航目的やその他の事情を考慮して国内に生活の基盤があると認められる方

被扶養者が別居している場合
被保険者は、別居している被扶養者に生活費として仕送りしている
必要があります。 (単身赴任は除く)

優先扶養義務者の例
・「母」の場合は、その配偶者である「父」　・「兄弟姉妹」の場合は、親である「両親」　・「祖父母」の場合は、子である「両親」

【ベネッセグループ健康保険組合からの重要書類】
令和8年度 健康保険被扶養者(更新)(異動)届 在中

この封筒を再利用して書類を提出していただきます。丁寧に開封してください。
　　書類提出時は「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」の氏名欄が見えるように封入してください。

この封筒を再利用して書類を提出していただきます。丁寧に開封してください。
ポストに投函しないでください。

ベネッセグループ健康保険組合

提出期限

提 出 先 各会社・団体の人事担当者

提 出 物

□ 「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」
□ 「所得証明書（課税（非課税）証明書）」、「住民票」
□ その他、該当する書類
□ 「健康保険資格確認書（発行されている方のみ）」(扶養解除をする方)

この封筒に入れる前に、今一度「健康保険被扶養者（更新）（異動）届」を
ご確認のうえ、書類を揃えてご提出をお願いいたします。

【 封入された書類に□をお願いします 】

令和8年8月17日(月) 必着

https://www.benesse-kp.or.jp

本状は、厚生労働省の指導（健康保険法施行規則第50条）に基づく、扶養認定調査です。
期限までに回答いただけない場合は、健康保険の資格を喪失し、「マイナ保険証」・「健康
保険資格確認書」が使えなくなります。（病院での医療費等が全額自己負担になります）宛名を確認
して開封したのち、速やかに必要書類を提出してください。
!

お問い合せ先

委 託 先

【 被扶養者資格調査窓口 】土・日・祝日・年末年始を除く 9:00～17:00
法研コールセンター TEL:03-5213-4574

重 要

〒162-0813  東京都新宿区東五軒町6番22号 フロントプレイス飯田橋２F 201
株式会社 法研 ベネッセグループ健康保険組合 被扶養者資格調査 担当

［ 開設期間  令和8年7月9日（木）～11月30日（月）］

ポストに投函
しないでください×

ポストに投函
しないでください

収入には通勤交通費など
の非課税収入や賞与も含
みます。

※所得税法（昭和40年法律第33号）上の取扱いと同様、その年
　の12月31日現在の年齢（誕生日1月1日含む）で判定します

提出期限:令和8年8月17日(月) 必着

【 健康保険被扶養者(更新)(異動)届 】 共同扶養用

2.夫婦共同扶養調査の対象（子）となる下記被扶養者の現況に□してください。
   扶養解除する方(または既にした方)は扶養解除欄をご記入ください。

配偶者の情報について、下記ご記入ください。

被保険者と配偶者の収入を比較するため配偶者の収入がわかる書類をご提出いただきます。配偶者の状況に
該当するものすべてに□チェックを入れ、上記｢必ずご提出いただく書類｣と併せて 　書類をご提出ください。

記号　　　　　　　番号　　　　　　　配偶者氏名（カナ）：

この回答による提出書類はなし

配偶者の直近の連続3ヵ月分の「給与明細書」[コピー]

配偶者の令和7年分「確定申告書一式」[コピー]

配偶者の令和8年に発行された「年金振込通知書」[コピー]または「年金額改定通知書」[コピー]

資格取得日 昭和  ・  平成  ・  令和　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

は　い
(い る)

給与収入がある方

配偶者が出産のため休み始める以前3ヵ月分の「給与明細書」[コピー]育児休業中の方

自営業・不動産・配当など
その他収入がある方

年金受給中の方

Q2. 配偶者はベネッセグループ健康保険組合に加入していますか？

は　い
(持っている)

いいえ
(持っていない)

収入がない方

※被保険者と配偶者の給与収入の比較は標準報酬月額で行います。賞与を含めた今後1年の収入見込での比較をご希望される方は、
　被保険者と配偶者双方の今後1年の収入見込がわかるものを提出してください。

扶養
解除

いいえ
(いない)

ベネッセグループ健康保険組合

□ ⑴ 有
□ ⑵ 無

被
保
険
者

氏　名

本紙「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」について記入した内容は事実と相違がありません。

提出日

住　所

日中連絡先

記号番号
標準報酬
月額

資格取得日

令和8年　　　　　　　月　　　　　　　日

〒

生年月日

性　別

配偶者自署

年　　　　　　月　　　　　　日氏  名 〈 解除年月日 〉

〈 解除理由 〉

被
扶
養
者
①

職業等 □ 未就学　□ 学　生　□ パート・アルバイト□ 会社員　□ 自営業　□ 無　職

生年
月日

扶養
解除

年　　　　　　月　　　　　　日氏  名 〈 解除年月日 〉

〈 解除理由 〉

被
扶
養
者
②

職業等 □ 未就学　□ 学　生　□ パート・アルバイト□ 会社員　□ 自営業　□ 無　職

生年
月日

扶養
解除

年　　　　　　月　　　　　　日氏  名 〈 解除年月日 〉

〈 解除理由 〉

被
扶
養
者
③

職業等 □ 未就学　□ 学　生　□ パート・アルバイト□ 会社員　□ 自営業　□ 無　職

生年
月日

常務理事 事務使用欄事務長 担当者事業所所在地

名　　　称

事業主氏名

電　　　話

チェック欄 必要書類

必ずご提出
いただく書類

1.「必ずご提出いただく書類」に□チェックを入れてください。Q1以降の設問の該当するものに□チェックを入れていただき
　    書類をご用意のうえ、本紙と一緒に提出してください。

世帯全員の「住民票」[原本]
※直近3ヵ月以内に発行された世帯全員分のもの
※続柄・本籍地の記載があるもの
※被保険者とお子様が別居している場合は、双方の「住民票」が必要

配偶者の令和8年度「所得証明書」[原本]または「課税（非課税）証明書」[原本]

同居・別居は
「住民票」で
判断します

(被保険者の配偶者除く)

2026/06/12/13:21ベネッセグループ健康保険組合　被扶養者調査案内　仕上がりサイズ：A4(W210 × H297mm )・中綴じホッチキス留め(左綴じ)・ 4/4C・【 P2 / P3 】
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ベネッセグループ健康保険組合

提出期限:令和8年8月17日(月) 必着

【 健康保険被扶養者(更新)(異動)届 】 〈 配偶者用 〉

は　い

いいえ
お手元・
金融機関

※被保険者が社命により単身赴任中の場合は不要
※「仕送り証明書」は「振込明細」または「通帳」
※誰から・誰に・仕送り日・仕送り金額がわかるもの

※詳細はリーフレットP6 ❻-2を参照

※詳細はリーフレットP6 ❻-1を参照

年  齢続  柄

居住地

〈扶養解除理由〉

〈扶養解除日〉 令和　　　　　  年　　  　　　月　　　  　　日
扶養
解除

氏  名

同別居

調
査
対
象
者

□ ⑴ 同居
□ ⑵ 別居：被保険者が単身赴任中
□ ⑶ 別居：上記以外（ 理由記入　　　　　 　　　　　　　）
□ 日本に居住　□ 海外に居住

職業等 □ ⑴ 給与所得者　□ ⑵ 自営業　□ ⑶ 学　生
□ ⑷ 年金受給者　□ ⑸ 無　職

生年
月日

以下のQ1～Q5の質問すべてにお答えください。 「はい」とお答えの場合は、各必要書類をご用意のうえ、記入欄の該当項目を記入してください。
チェック欄 発行元

勤務先

元勤務先

日本年金
機構 等

税務署

必要書類 記入欄

Q1. 調査対象者は給与収入(アルバイト・パート等含む)がありますか？

□⑴老 齢　　□⑵遺 族　　□⑶障 害

□⑷その他 
 (　　　　 　　　　　　    　　　)

 (　 　　　　　　     　　　)

□⑴受  給  中　  □⑵受給期間延長中

□⑶受給終了　   □⑷受給資格なし

Q2. 調査対象者は年金収入がありますか？

Q3. 調査対象者は給与・年金以外の収入がありますか？

両方両方両方

両方両方両方

□⑴営 業　□⑵不動産　 □⑶農 業

□⑷  雑

□⑸その他

調査対象者の令和7年分 「確定申告書（控）」［コピー］

調査対象者の令和7年分 「収支内訳書」［コピー］ または
「青色申告決算書」［コピー］

調査対象者の退職日が確認できるもの

調査対象者の雇用保険失業給付の受給状況等の確認書類［コピー］

調査対象者の令和8年直近の「年金振込通知書」［コピー］または
「年金額改定通知書」［コピー］

調査対象者の令和8年直近連続3ヵ月分の 「給与明細書」［コピー］

※発行年月、氏名の記載部分も必要
※企業年金、老齢(厚生)年金、障害年金、遺族年金等、受給しているすべての年金が対象

※支給月、氏名、会社名の記載部分も必要
※紛失や出勤がない月がある、働き始めて間もないなどの理由で3ヵ月分提出できない
　場合は、「給与支払（見込）証明書」を勤務先へ作成依頼

Q4. 調査対象者は現在無職で、令和7年1月1日以降に退職しましたか？
令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

［ 退職日 ］

［ 雇用保険失業給付受給状況 ］

［ 年金の種類 ］

［ 収入の種類 ］

は　い

いいえ

は　い

いいえ

は　い

いいえ

は　い

いいえ

Q5. 調査対象者は被保険者と別居していますか？

□ ⑴ 有
□ ⑵ 無

被
保
険
者

氏　名

本紙「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」について記入した内容は事実と相違がありません。

提出日

住　所

日中連絡先

記号番号
標準報酬
月額

資格取得日

令和8年　　　　　　　月　　　　　　　日

〒

生年月日

性　別

配偶者

直近3回分の「仕送り証明書」［コピー］

自署

※個人事業収入・不動産収入・株式配当金等

必ずご提出
いただく書類

チェック欄 必要書類

必ずご提出
いただく書類

該当項目に□チェックおよび記入のうえ、本紙と必要書類を一緒にご提出ください。

※令和7年1月～12月中の収入が計上されているもの
調査対象者の令和8年度「所得証明書」［原本］ または 「課税（非課税）証明書」［原本］

発行元

市区町村
役所世帯全員の「住民票」［原本］

※直近3ヵ月以内に発行された世帯全員分のもの　※続柄・本籍地の記載があるもの
※被保険者と調査対象者が別居している場合は、双方の「住民票」が必要

両方両方両方

常務理事 事務使用欄事務長 担当者事業所所在地

名　　　称

事業主氏名

電　　　話

事業所担当者様へお願い：この用紙を「異動届」として使用する場合は【正】・【副】を提出してください。

※調査対象者の年間収入が被保険者の年間給与収入の2分の1以上になる場合は、被保険者の給与以外の収入がわかるもの（直近の「年金通知書」・「確定申告書」等の
　[コピー] ）を併せてご提出ください。添付がない場合は、給与以外の収入なしとして審査を実施します。

〔              　　　　　　　　　　　 　　　〕

該当する方がいる場合、「健康保険被扶養者
(更新)(異動)届」共同扶養用を同封しています。
必要事項をご記入のうえ、必要書類と併せてご提出
ください。

事業所名 ○○○○○○○○○○○
所属名 ○○○○○○○○○○○○
被保険者名 ○○○○○○○○○○様
記号 - 番号　0000-000
管理番号 00000000000(00/00)

被扶養者の認定基準

被扶養者には、保険料を負担しないで給付を受けられる代わりに、親族関係（続柄）と
扶養状況（被扶養者の収入状況）について、一定の要件を常に満たしている必要が
あります。
時間の経過とともにその要件から外れる方が出てくるため、当健康保険組合では
定期的に要件が備わっているかの確認を行い、被扶養者としての資格を審査します。

「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」の被保険者・調査対象者欄の記載内容を確認
し、必要事項をご記入ください。
記載内容を訂正する場合は、「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」とは別に「健康保険
(被保険者・被扶養者)記載事項変更(訂正)届」と対象者の「資格確認書（発行されてい
る方のみ）」が必要です。詳しくは各会社・団体の人事担当者にご確認ください。

「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」に記載された調査対象者全員の必要書類をご提出
ください。
なお、続柄ごとに内容が異なりますので、「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」に応じた
書類をご用意ください。
必要書類の発行手数料等は被保険者の自己負担となります。

書類を取得する際の疑問や、これまでに皆様からご質問いただきました内容を
Q&A形式でまとめましたのでご参照ください。

　書類を受け取った際の封筒を再利用して、封筒の表面に記載
されている提出物にチェックをいれ、各会社・団体の人事担当者
に提出してください。

※提出いただいた書類の内容確認後、別途
追加で書類を提出していただく場合がありま
すので、予めご了承ください。

　各会社・団体の人事担当者へご提出いただ
く際は、「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」の
宛名が見えるように封入してください。

❶ 被扶養者の認定基準
     ※参照 P3「 被扶養者の認定基準 」

❸ 調査対象者全員の必要書類の添付
     ※参照 別紙「 健康保険被扶養者(更新)(異動)届 」とP4～P5「 必要書類の説明 」

❷ 「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」の記入と確認
     ※参照 別紙「健康保険被扶養者（更新）（異動）届」の裏面「記入例」

❹ 書類の取得について
     ※参照 P6～P7「 よくある質問 」

❺ 「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」と必要書類の提出

健康保険が認める被扶養者の範囲は、被保険者本人から見て
3親等内の親族（民法上の親族と同一ではありません）である
ことが必要です。
さらに同一世帯＊が要件とされる親族もあります。

被扶養者となる家族を優先的に扶養する義務がある「優先扶養義務者」に収入証明を提出いただき、優先扶養義務者に扶養
する能力がなく被保険者が扶養しなければならないことを確認します。

被保険者と配偶者共に収入があり、共同で「子」を扶養して
いる場合は、被扶養者の人数に関わらず、年間収入の多い
方の被扶養者となります。
※当健康保険組合では、双方給与収入のみの場合は標準報酬月額で比較
　しますが、賞与を含めた今後1年の収入見込みでの比較をご希望される
　方は、被保険者と配偶者双方の今後1年の収入見込みが分かるものを
　提出してください。

＊…「被保険者と住居および家計を共同にすること」をいいます。
　　二世帯住宅などで同居していても、住民票を世帯分離している場合
　　は、同一世帯とは認められません。

下記①・②すべての基準を満たすことが認定継続の条件になります。

『被扶養者』として認められる親族の範囲

生計維持関係が必須条件

60歳未満 130 万円未満
年間収入被扶養者の年齢など

収入基準

3,612 円未満108,334 円未満
19歳以上23歳未満 150 万円未満4,166 円未満125,000 円未満

60歳以上または障害年金受給 180 万円未満5,000 円未満150,000 円未満

日額(雇用保険給付など)月額(給与・年金など)
要　件

主として被保険者の収入によって生活している

① 収入要件

同居の場合被保険者と被扶養者が 被扶養者の年収が被保険者の

● 被扶養者収入無：被保険者からの送金額が13万円/月以上であること
● 被扶養者収入有：被保険者からの送金額が被扶養者の年収以上であること
    且つ被扶養者の年収+被保険者の送金額が156万円/年以上であること

被保険者と被扶養者が 別居の場合

年収の1/2未満であること② 被保険者との
　 世帯関係・収入・
 　送金(仕送り）

優先扶養義務者

夫婦共同扶養

海外に在住し日本国内に住所を有さない被扶養者について（日本国籍の方も対象）

  ＊……提出されたすべての給与明細が収入要件を満たしていることが扶養認定継続の条件です。
＊＊…被扶養者の年収が被保険者の年収(給与)の1/2以上で、被保険者に給与以外に収入(年金・不動産収入 等)がある場合は、被保険者
　　　の令和8年直近の「年金振込通知書」または「年金額改定通知書」や令和7年分「確定申告書」一式を提出いただくことで、給与以外の
　　　収入も含めた金額で審査いたします。

資格調査の流れ

①………1親等
②………2親等
③………3親等

………同・別居可
………同居が条件

※配偶者は内縁の方を含みます。

＊＊

＊

祖父母

曾祖父母
③

②

父・母
①

孫
②

配偶者 本 人

父・母

祖父母

曾祖父母

②

①
伯父・伯母
叔父・叔母

③
伯父・伯母
叔父・叔母

③

③

兄弟・姉妹

甥・姪
③

②

甥・姪
③

配偶者
③

曾孫
③

①

配偶者
②

配偶者

③
配偶者

子
①

孫
②

曾孫
③

子
①

兄弟・姉妹
②

配偶者

配偶者

②

③

日本国内に住所を有さない方は、健康保険の被扶養者とは認められません。但し、下記の①～⑤を除きます。
① 海外留学をする学生
② 海外赴任に同行する家族
③ 海外赴任中の新たな同行家族とみなせる方（海外赴任中に生まれた被保険者の子や海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者）
④ 観光・保養・ボランティア活動など就労以外の目的で一時的に渡航する方
⑤ ①~④の他、渡航目的やその他の事情を考慮して国内に生活の基盤があると認められる方

被扶養者が別居している場合
被保険者は、別居している被扶養者に生活費として仕送りしている
必要があります。 (単身赴任は除く)

優先扶養義務者の例
・「母」の場合は、その配偶者である「父」　・「兄弟姉妹」の場合は、親である「両親」　・「祖父母」の場合は、子である「両親」

【ベネッセグループ健康保険組合からの重要書類】
令和8年度 健康保険被扶養者(更新)(異動)届 在中

この封筒を再利用して書類を提出していただきます。丁寧に開封してください。
　　書類提出時は「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」の氏名欄が見えるように封入してください。

この封筒を再利用して書類を提出していただきます。丁寧に開封してください。
ポストに投函しないでください。

ベネッセグループ健康保険組合

提出期限

提 出 先 各会社・団体の人事担当者

提 出 物

□ 「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」
□ 「所得証明書（課税（非課税）証明書）」、「住民票」
□ その他、該当する書類
□ 「健康保険資格確認書（発行されている方のみ）」(扶養解除をする方)

この封筒に入れる前に、今一度「健康保険被扶養者（更新）（異動）届」を
ご確認のうえ、書類を揃えてご提出をお願いいたします。

【 封入された書類に□をお願いします 】

令和8年8月17日(月) 必着

https://www.benesse-kp.or.jp

本状は、厚生労働省の指導（健康保険法施行規則第50条）に基づく、扶養認定調査です。
期限までに回答いただけない場合は、健康保険の資格を喪失し、「マイナ保険証」・「健康
保険資格確認書」が使えなくなります。（病院での医療費等が全額自己負担になります）宛名を確認
して開封したのち、速やかに必要書類を提出してください。
!

お問い合せ先

委 託 先

【 被扶養者資格調査窓口 】土・日・祝日・年末年始を除く 9:00～17:00
法研コールセンター TEL:03-5213-4574

重 要

〒162-0813  東京都新宿区東五軒町6番22号 フロントプレイス飯田橋２F 201
株式会社 法研 ベネッセグループ健康保険組合 被扶養者資格調査 担当

［ 開設期間  令和8年7月9日（木）～11月30日（月）］

ポストに投函
しないでください×

ポストに投函
しないでください

収入には通勤交通費など
の非課税収入や賞与も含
みます。

※所得税法（昭和40年法律第33号）上の取扱いと同様、その年
　の12月31日現在の年齢（誕生日1月1日含む）で判定します

提出期限:令和8年8月17日(月) 必着

【 健康保険被扶養者(更新)(異動)届 】 共同扶養用

2.夫婦共同扶養調査の対象（子）となる下記被扶養者の現況に□してください。
   扶養解除する方(または既にした方)は扶養解除欄をご記入ください。

配偶者の情報について、下記ご記入ください。

被保険者と配偶者の収入を比較するため配偶者の収入がわかる書類をご提出いただきます。配偶者の状況に
該当するものすべてに□チェックを入れ、上記｢必ずご提出いただく書類｣と併せて 　書類をご提出ください。

記号　　　　　　　番号　　　　　　　配偶者氏名（カナ）：

この回答による提出書類はなし

配偶者の直近の連続3ヵ月分の「給与明細書」[コピー]

配偶者の令和7年分「確定申告書一式」[コピー]

配偶者の令和8年に発行された「年金振込通知書」[コピー]または「年金額改定通知書」[コピー]

資格取得日 昭和  ・  平成  ・  令和　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

は　い
(い る)

給与収入がある方

配偶者が出産のため休み始める以前3ヵ月分の「給与明細書」[コピー]育児休業中の方

自営業・不動産・配当など
その他収入がある方

年金受給中の方

Q2. 配偶者はベネッセグループ健康保険組合に加入していますか？

は　い
(持っている)

いいえ
(持っていない)

収入がない方

※被保険者と配偶者の給与収入の比較は標準報酬月額で行います。賞与を含めた今後1年の収入見込での比較をご希望される方は、
　被保険者と配偶者双方の今後1年の収入見込がわかるものを提出してください。

扶養
解除

いいえ
(いない)

ベネッセグループ健康保険組合

□ ⑴ 有
□ ⑵ 無

被
保
険
者

氏　名

本紙「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」について記入した内容は事実と相違がありません。

提出日

住　所

日中連絡先

記号番号
標準報酬
月額

資格取得日

令和8年　　　　　　　月　　　　　　　日

〒

生年月日

性　別

配偶者自署

年　　　　　　月　　　　　　日氏  名 〈 解除年月日 〉

〈 解除理由 〉

被
扶
養
者
①

職業等 □ 未就学　□ 学　生　□ パート・アルバイト□ 会社員　□ 自営業　□ 無　職

生年
月日

扶養
解除

年　　　　　　月　　　　　　日氏  名 〈 解除年月日 〉

〈 解除理由 〉

被
扶
養
者
②

職業等 □ 未就学　□ 学　生　□ パート・アルバイト□ 会社員　□ 自営業　□ 無　職

生年
月日

扶養
解除

年　　　　　　月　　　　　　日氏  名 〈 解除年月日 〉

〈 解除理由 〉

被
扶
養
者
③

職業等 □ 未就学　□ 学　生　□ パート・アルバイト□ 会社員　□ 自営業　□ 無　職

生年
月日

常務理事 事務使用欄事務長 担当者事業所所在地

名　　　称

事業主氏名

電　　　話

チェック欄 必要書類

必ずご提出
いただく書類

1.「必ずご提出いただく書類」に□チェックを入れてください。Q1以降の設問の該当するものに□チェックを入れていただき
　    書類をご用意のうえ、本紙と一緒に提出してください。

世帯全員の「住民票」[原本]
※直近3ヵ月以内に発行された世帯全員分のもの
※続柄・本籍地の記載があるもの
※被保険者とお子様が別居している場合は、双方の「住民票」が必要

配偶者の令和8年度「所得証明書」[原本]または「課税（非課税）証明書」[原本]

同居・別居は
「住民票」で
判断します

(被保険者の配偶者除く)

2026/06/12/13:21ベネッセグループ健康保険組合　被扶養者調査案内　仕上がりサイズ：A4(W210 × H297mm )・中綴じホッチキス留め(左綴じ)・ 4/4C・【 P2 / P3 】
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ベネッセグループ健康保険組合

※支払者の方へ…この証明書は被扶養者資格を確認するため、ベネッセグループ健康保険組合に提出するものです。
　直近3ヵ月の実績(働き始めの場合は就業開始日から3ヵ月の見込み)の証明をお願いいたします。

年　　　　　　月　　　　　　日

記入方法について
■対象者がベネッセグループ健康保険組合の被扶養者の場合は、下記①～⑤をご記入ください。
　※給与等は所得税・雇用保険料等控除前の支給額をご記入ください。

■対象者が上記以外(夫婦共同扶養調査の配偶者の証明)の場合は、下記①・⑥をご記入ください。

② 給与等 ③ 交通費 ④ 総支給額 ⑤健康保険料控除額 ⑥標準報酬月額

円 円 円

円 円 円

円 円 円

千円

千円

千円

円 円 円

円 円 円

円

円

円

円

円

上記の通りであることを証明いたします。

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

給与支払(見込)証明書

① 支給年月

賞与（　　  　月）

令和　  年　   月

令和　  年　   月

令和　  年　   月

合　　計

氏 名

就 業 年 月 日

雇 用 契 約 変 更日 年　　　　　　月　　　　　　日

給与明細書を3ヵ月分提出できない方は
この用紙を勤務先に提出して証明を受けてください

※対象者が複数名いる場合はコピーしてご使用ください。

昭 和　・　平 成　・　令 和

昭 和　・　平 成　・　令 和

実 績　・　見 込

実 績　・　見 込

実 績　・　見 込

実 績　・　見 込

老齢（厚生）年金・企業年金・障害年金・遺族年金
等、受給しているすべての書類が必要です。

必要書類の説明

令和8年度　所得証明書

❸「給与明細書(コピー)」

● 支給年月、氏名、会社名の記載部分も必要
　（手書きの場合、勤務先の証明があるもの）
● 紛失や出勤がない月がある、働き始めて間もない、育児休業中
    であるなどの理由で3ヵ月分提出できない場合は、「給与支払証
    明書」の発行を勤務先に依頼

❷ 世帯全員の「住民票(原本)」 と 
　 別居先の世帯全員の「住民票(原本)」

❶ 調査対象者の「所得証明書(原本)」または「課税(非課税)証明書(原本)」

注意事項をご確認のうえ、書類をご用意ください。

入手先・発行元等

令和8年1月1日時点に
「住民票」があった
市区町村役所

い  つ

目  的

い  つ

目  的

い  つ

目  的

入手先・発行元等

お手元・勤務先

入手先・発行元等

市区町村役所

令和8年度　課税(非課税)証明書

●●●●●●●長　●●●●●●●●

発行所
押印印
印印印

123,456円

住　　　　所

氏　　　　名

合　  計　  所  　得  　金  　額 所　  得　 　控　　 除　 　計
給　    与　    所　    得

給　    与　    収　    入
う ち 専従者給与収入
公　的　年　金　収　入

【　　以　下　余　白　　】

【　　以 　下　 余 　白　　】

【　　以 　下　 余 　白　　】

課　　税　　標　　準　　計
課　  税　  総　  所　  得
課 税 分 離 譲 渡 所 得 等
課　税　山　林　所　得

【   以 下 余 白   】

【     以    下    余    白     】
他

他
本人障害

控除対象配偶者
配　偶　者　特　別　控　除

寡・勤

基　　  礎　　  控　  　除
地  震  保  険  料  控  除
生  命  保  険  料  控  除
社  会  保  険  料  控  除

非  該  当

老　人
特　定

特　別

町民税 県民税

生  年  月  日

証明番号　第　　　※※※　　　号

●●XX年XX月XX日

税額控除前所得割

減  免  前  所  得  割

税 

額 

控 

除 

等

扶
養
控
除

所
　
得
　
控
　
除
　
の
　
内
　
訳

内
　
訳

備
　
考

収  

入

所
　 

得
　 
の
　 

内
　 

訳

扶
障

所   得   割   減   免
所   　   得     　 割

均   　   等     　 割
均　等　割　減　免

均　等　割　軽　減
軽  減  前  均  等  割

減  免  前  均  等  割

控　除　不　足　額
16 歳 未 満 の 扶 養 親 族 の 数

町   県   民   税   額

調  整  控  除  額

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和8年XX月XX日

●●　●●

123,456円

123,456円

123,456円

123,456円
円
円
円
円

123,456円円

0円
0円
0円
0円
0円

1,000円

円
円
円

0円 円
円
円
円

円

0円 円 0円

0円0円

0円

0円

0円

3人

0人
0人
0人

0人
1人

0円 円 1,234円

123,456円 円 1,234円

123,456円

123,456円
123,456円

円 1,234円
123,456円円

円
1,234円

円
円

0円
0円

0円

0円
0円

円

円
円
円

0円

1,500円
12,345円

12,345円 12,345円

12,345円

12,345円

円
円
円
円
円
円
円

1,234円
1,234円

1,234円

1,234円

● 生年月日が平成20年4月1日以前の調査対象者のものを取得
● 源泉徴収票不可
● 市区町村の窓口での取得が難しい場合は郵送での取り寄せが可能
● 市区町村によっては証明書の名称が異なる場合あり

● 続柄・本籍地等の記載のあるもの
● 複数の調査対象者が記載されている場合は、世帯1部で可

令和8年度(令和7年1月～12月の収入が証明)のもの
令和7年1月～12月までの収入金額および収入の種類を確認
します。

直近連続3ヵ月分のもの
（4月・5月・6月または5月・6月・7月に発行されたもの)

給与月額および健康保険加入の有無を確認します。

直近3ヵ月以内に発行されたもの
同別居・居住地・日本国籍・他の優先扶養義務者や夫婦共同扶養
の配偶者（P3参照）の有無等を確認します。

被保険者と調査対象者を含む
世帯全員の住民票を取得してください。

収入の有無にかかわらず提出が必要です。
学生でも提出が必要です。

複数社に就労している場合、支給月毎の合計額に
て審査しますので、すべての就労先分が必要です。

● 発行年月、受給権者氏名の記載部分も必要
● 紛失した場合は、発行元に再発行を依頼

❹「年金振込通知書(コピー)」 または
　「年金額改定通知書(コピー)」

入手先・発行元等

お手元・日本年金機構 等

令和8年中に発行された直近のもの
直近の年金支払額（税金や介護保険料等が控除される前の金額）
および年金の種類を確認します。

い  つ

目  的

2026年06月度

XXX,XXX

XXX,XXXXX,XXX

X,XXX

❶および❷を取得
する際は、同封の「市区町
村役所で取得する

書類一覧・発行願書」を
ご利用ください。

料金後納
郵 便

親 展

　参考：改定前の年金額
（令和　　年　　日の
   年金額）

(

（この通知書は、年金額を証するものです。大切に保管してください。）

基礎年金番号 受給権者氏名年金コード

国民年金・厚生年金保険 年金額改定通知書
年金の種類 年金

印　影

厚  生  労  働  大  臣

●●XX年XX月XX日

令和 年 月からの
年金額

合計 年金額 ( 年 額 )

厚 生 年 金
保　　　険

国 民 年 金
(基礎年金)

基 本 額

支 給 停 止 額

年 金 額 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円 円

基 本 額

支 給 停 止 額

年 金 額 円

円

円

以下の金額を、ご指定の預貯金口座に振り込みます。
振り込みは令和　　年　　月から令和　　年　　月までの各偶数月に行われます。（「振込予定日」は裏面をご覧ください。）

内側にある内容をご確認いただき、確認後は大切に保管してください。

大 切 な お 知 ら せ

差出人 〒168-8505
東京都杉並区高井戸西
三丁目5番24号

矢印の方向へゆっくりはがしてご覧ください。水にぬれている場合は、よく乾かしてから開いてください。

年金振込通知書 （振込予定日）●●XX年XX月XX日

※年金額は、賃金や物価
　の変動に応じて毎年度
　改定を行う仕組みとな
　っており、令和４年度
　の年金額は、昨年度か
　ら０．４％の減額改定
　となります。

このお知らせを受け取られた方が、あて名記
載の受取人でない場合は、開封せず、お手数
をおかけしますが、「誤配」と記入し、郵便
ポストに投函してください。

開封前にあて名を
ご確認ください。！

〒700-0807
岡山県岡山市北区南方3-7-17
健保　太郎　様

健保　太郎

住　民　票

●●県●●市●●町●丁目●●番地● 住 所

世帯主 健保　太郎

１

氏名 健保　太郎 
住民票コード 【省略】 

生年月日 ●●XX年XX月XX日 

住所を定めた日 ●●XX年XX月XX日  性別 ● 続柄 ●●

住民となった日 ●●XX年XX月XX日  届出の年月日 ●●XX年XX月XX日  

２

氏名 ●● ●● 
住民票コード 【省略】 

生年月日 ●●XX年XX月XX日 

住所を定めた日 ●●XX年XX月XX日  性別　　　● 続柄 ●●

住民となった日 ●●XX年XX月XX日  届出の年月日 ●●XX年XX月XX日 

３

氏名 【以下余白】 
住民票コード  

生年月日  

住所を定めた日  性別  続柄  

住民となった日  届出の年月日  

この住民票の写しは、住所地市町村長から請求に係る住民票に記載されている（世帯全員の）事項が住

民基本台帳法第12条の4第3項の規定により通知され、その通知に基づき作成されたものです。 

令和XX年XX月XX日 

●●県●●市長 
発行所
押印印
印印印

株式会社●●●●
社員コード：XXXXXX　所属：●●●
社員名：健保　●●●

確定申告書類一式を
提出してください。

キャッシングサービスご利用明細
ご利用ありがとうございます。
お取引内容をお確かめのうえ、
お持ち帰りください。 ●●●銀行
取引銀行

取扱店

お取引内容

お取引後の残高 ( 円 )

お
受
取
人

ご
依
頼
人

お取引金額 ( 円 ) 手数料

お取扱日 時刻

取引店 口座番号

XXXXX

振込 ￥100,000 ￥540

￥1,722,208

2026 - 07 - 07 XX:XX

XXXXXXXXXXX XXX

振込金受取書　　　電信
●●●●銀行
●●●支店
普通　XXXXXXXXX
ｹﾝﾎﾟ　ｻﾁｺ

ｹﾝﾎﾟ　ﾀﾛｳ

電話番号 XX-XXXX-XXXX
取扱番号 XXXXXXX

● 総収入額から、当健康保険組合が認める直接的必要経費を差し引いた金額を確認
● 確定申告していない場合は、必要経費の確認ができないため扶養解除となります。
● 「町民税・県民税申告書」は不可

● 退職時の「源泉徴収票(コピー)」・「雇用保険受給資格者証(コピー)」
　・「離職票-1、-2(コピー)」など

❻-1 退職日が確認できるもの

❺「確定申告書(コピー)」および「収支内訳書(コピー)」または「青色申告決算書(コピー)」

入手先・発行元等

元勤務先

入手先・発行元等

入手先・発行元等

お手元・税務署

❶の「所得証明書」または「課税（非課税）証明書」に給
与収入が計上されているが、すでに退職していること
により、その収入が継続していないことを確認します。

令和7年分のもの
収入金額および事業の種類を確認します。
また、当健康保険組合が認める直接的必要経費の有無を確認します。

い  つ

目  的

❻-2「雇用保険受給状況等の確認書類(コピー)」
令和7年1月以降のもの
退職後の雇用保険受給有無と、受給している場合の日額を確認します。

い  つ

目  的

い  つ

目  的

令和7年1月以降のもの

令和8年分

〒123-4567
東京都◯◯◯区◯◯◯◯◯1-2-3

〒000-0000 東京都◯◯◯区◯◯◯◯◯◯◯◯◯

株式会社◯◯◯◯◯◯◯◯◯ 03-0000-0000

給与・賞与 3    860　 110 210　 110 1　 750

＊　　  44   03  14＊  R8  03  14

ｹﾝﾎﾟ　ﾀﾛｳ
健保　太郎

普通預金 -1
( 兼お借入明細 )

年　月　日 記号 お支払い金額(円) お預り金額(円) 差引残高(円) 備 考

2026-05-05
2026-05-18
2026-05-25
2026-05-27
2026-06-01
2026-06-19
2026-06-20
2026-07-05
2026-07-07
2026-07-27

100
100
100
100
100
900
100
100
100
900

＊8,768
＊100,000
＊1,560
＊80,000
＊100,000
＊37,000

＊100,000

＊1,450,768
＊1,350,768
＊1,349,208
＊1,269,208
＊1,169,208
＊1,132,208
＊1,782,208
＊1,982,208
＊1,882,208
＊2,622,208

＊650,000
200,000

＊740,000

○○○不動産

ｹﾝﾎﾟ ｻﾁｺ

ｹﾝﾎﾟ ｻﾁｺ

ｹﾝﾎﾟ ｻﾁｺ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

● 業務上の単身赴任による別居で配偶者世帯と同居している場合と、子が進学のための別居の場合は不要
● 誰から・誰へ・仕送り日・仕送り金額が確認できる「振込明細(コピー)」または被保険者の「通帳(コピー)」
　や、被扶養者の生活のために支払われた「家賃」や「水道光熱費」の領収証(コピー)など
● 「通帳(コピー)」を提出の場合は、被保険者名が記載の「通帳」の表紙と、該当金額の記載があるページ

❼「仕送り証明書(コピー)」
い  つ

目  的

入手先・発行元等

お手元・金融機関

● クレジットカードなどの「支払明細書」
● 現金の手渡し

直近3回分のもの
被保険者が別居している調査対象者の生計を維持しているかどうかを確認します。

該当箇所にマーカーをひいて、
送金額が分かるようにしてください。

不可

雇用保険失業給付の受給状況に応じた下記の書類を提出してください。
1. 受給中または受給終了…「雇用保険受給資格者証全ページ(コピー)」
2. 受給していない……「雇用保険失業給付等に関する誓約書(原本)」
3. 受給期間を延長中…「受給期間延長通知書(コピー)」
4. 受給資格なし………受給資格がないことがわかる書類「退職前の給与明細書等（コピー）」

1.ハローワーク
2.当健保ホームページ
3.ハローワーク
4.元勤務先

健保 
太郎 

様

（

令
和
七
年
分
以
降
用）

○
第
二
表
は
、
第
一
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
○
源
泉
徴
収
票
、
国
民
年
金
保
険
料
や
生
命
保
険
料
の
支
払
証
明
書
な
ど
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
は
添
付
書
類
台
紙
な
ど
に
貼

て
く
だ
さ
い
。

一連
番号

令和 ○ 所得から差し引かれる金額に関する事項

○ 住民税・事業税に関する事項

所得の種類 収 入 金 額 必要経費等 差 引 金 額種目・所得の
生 ず る 場 所

整理
番号年分の の確定申告書Ｂ所 得 税 及 び

復興特別所得税

○ 特例適用条文等

○ 所得の内訳（所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額）
所得の種類 種目・所得の生ずる場所又は

給与などの支払者の氏名・名称 収 入 金 額 所得税及び復興特別
所得税の源泉徴収税額

○
所得税及び復興特別
所得税の源泉徴収税額の
合 計 額

○ ・雑所得（公的年金等以外）､総合課税の配当所得 譲渡所得､一時所得に関する事項

損害を受けた資産の種類など損 害 の 原 因 損 害 年 月 日

・ ・

損害金額
保険金などで
補頡される
金 額

差引損失額の
うち災害関連
支出の金額

支払医療費等 保険金などで
補頡される金額

社会保険の種類 支払保険料 掛金の種類 支 払 掛 金

合 計

控

除

医
療
費

新生命保険料の計

新個人年金保険料の計

介護医療保険料の計

旧生命保険料の計

旧個人年金保険料の計

地震保険料の計 旧長期損害保険料の計

等

掛

金

控

除

小
規
模
企
業
共
済

料

控

除

生
命
保
険

料
控
除

地
震
保
険

控

除

寄
附
金

寄 附 先 の
所在地・名称

寄 附 金

控

除

障
害
者

氏 名

扶

養

控

除

○

配 偶 者 の 氏 名

生 年 月 日続 柄 額除控名氏の族親養扶象対除控

配 偶 者 控 除
配偶者特別控除

明 大・
昭 平・

○扶養控除額の合計

○

○

○

○

○

○

事
業
税

開始・廃止 月
日

他都道府県の事務所等

番
号

所得
金額

氏
名

寡婦（寡夫）控除

（ ）死 別
離 婚

生 死 不 明
未 帰 還

勤労学生控除

）（学校名

別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族
・ 事 業 専 従 者 の 氏 名 ・ 住 所

非 課 税 所 得 な ど 損益通算の特例適用前の
不 動 産 所 得

前年中の
開（廃）業

不動産所得から差し引いた
青 色 申 告 特 別 控 除 額

屋 号
住 所

氏 名
フリ ガナ

円 円

円

円円円

○ 事業専従者に関する事項

明 大・
昭 平・ ・ ・

事業専従者の氏名 個 人 番 号 続柄 生 年 月 日 従事月数・程度・仕事の内容 専従者給与（控除）額
円

円

円

事業用資産の譲渡損失など

氏
名

所得税で控除対象配偶者
な ど と し た 専 従 者

給
与

住
所

円円円

円円

合 計

円円

円円

円円

円

円

明 大・
昭 平・

明 大・
昭 平・ ・ ・

生 年 月 日

個人番号 国外居住

・ ・
個人番号 国外居住

万円

個人番号 国外居住

個人番号 国外居住

明 大・
昭 平・ ・ ・

明 大・
昭 平・ ・ ・

万円

配
偶
者（

特
別）

控
除

○

○

本
人
該
当
事
項

○

○

第
二
表

雑
損
控
除

○

社
会
保
険
料
控
除

○

○専従者給与（控除）額の合計額

・ ・
明 大・
昭 平・

円

万円

万円

都道府県、
市区町村分
住所地の共同募
金会､日赤支部分
条
例
指
定
分

都道府県

市区町村

自 分 で
納 付

給与・公的年金等に係

未満の方は給与所得以
外）の所得に係る住民
税の徴収方法の選択

住

民

税

氏 名 続柄 生 年 月 日 別 居 の 場 合 の 住 所

歳
未
満
の
扶
養
親
族

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

平

平

平

個 人 番 号

寄
附
金
税
額
控
除

円

配当に関する
住民税の特例

非居住者
の 特 例

円円

配
偶
者

同
一
生
計

給与から
差 引 き

配当割額
控 除 額

株式等譲渡所
得割額控除額

円円

第
一
表

（

令
和
七
年
分
以
降
用）

受付印

納 管

事 業

住 民

資 産

総 合

分 離

検 算

通 信
日付印

年月日

・・
一 連
番 号Ｌ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ
整

理

欄

区
分
異
動
管
理

年 月 日
名
簿

補
完

確
認

復
興
特
別
所
得
税
額
の
記
入
を
お
忘
れ
な
く｡

税

金

の

計

算

そ

の

他

届

出

延
納
の

○
○
○
○
○

配 当 控 除

課税される所得金額
（○－○）

又 は 第 三 表 の ○

災 害 減 免 額

区
分

区
分

又は第三表
上の○に対する税額

区
分

区
分

配偶者の合計所得金額

専従者給与（控除）額の合計額

青色申告特別控除額

本年分で差し引く繰越損失額

平均課税対象金額

延 納 届 出 額

申告期限までに納付する金額

変動･臨時所得金額

納める税金

還付される税金

所得税及び復興
特別所得税の
第３期分の税額

差 引 所 得 税 額

（特定増改築等）
住宅借入金等特別控除

政党等寄附金等特別控除
住宅耐震改修特別控除
住宅特定改修･認定住宅
新築等特別税額控除

復興特別所得税額

（○－○）

（○－○）

再 差 引 所 得 税 額
（ 基 準 所 得 税 額 ）

所得税及び復興特別所得税の額

外国税額控除
所得税及び復興特別
所得税の源泉徴収税額

所得税及び復興特別
所得税の予定納税額
（第１期分・第２期分）

所得税及び復興特別
所得税の申告納税額

収

入

金

額

等

所

得

金

額

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

事

業

営 業 等

農 業

雑

総
合
譲
渡

公的年金等

そ の 他

短 期

長 期

不 動 産

利 子

配 当

給 与

一 時

事

業

営 業 等

農 業

給与

寄 附 金 控 除

勤労学生、障害者控除

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

１

２

３

４

５

６

７

８

９

○
○
○

小規模企業共済等掛金控除

生命保険料控除

地震保険料控除

扶 養 控 除

基 礎 控 除

合 計

寡婦、寡夫控除

配偶者（特別）控除 区
分

の書面提出有 の２の書面提出有

）（ － －
○印

税 理 士
署 名 押 印
電 話 番 号

青 色 分 離 損 失 修 正 特 農

住 所

又 は
事業所
事務所
居所など（ ）

平 成 年
１ 月 １ 日
の 住 所

フリガナ

氏 名

性 別
男 女
生年
月日

種類 特農の
表 示

整 理
番 号

電話
番号・ ・

自宅・勤務先・携帯
－ －

職業 屋号・雅号 世帯主の氏名 世帯主との続柄

○印

〒 －

（単位は円）

申告書Ｂ令和
第
一
表

税務署長
年 月 日 年分の の所 得 税 及 び

復興特別所得税

総 合 譲 渡 ・ 一 時
○＋｛（○＋○）×／｝ケ コ サ 1 2

区
分

不 動 産

利 子

配 当

雑

区
分

未納付の所得税及び復興特別
所得税の源泉徴収税額

雑所得・一時所得等の所得税及び復興特別
所得税の源泉徴収税額の合計額

○－○－○－○－○
－○－○－○－○－○）（

（○－○－○）

●
●

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

（○＋○）

国 出

個人番号

受

取

場

所

還
付
さ
れ
る
税
金
の

郵便局
名 等

預金
種類

普通 当座 貯蓄

口座番号
記号番号

銀行
金庫 組合
農協 漁協

本店 支店
出張所
本所 支所

納税準備

・
・

・

・

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

○
○～

○
○～

○
○～

○
○～

区
分

合 計

雑 損 控 除

社会保険料控除

医療費控除

07

07
0  7

七
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ベネッセグループ健康保険組合

※支払者の方へ…この証明書は被扶養者資格を確認するため、ベネッセグループ健康保険組合に提出するものです。
　直近3ヵ月の実績(働き始めの場合は就業開始日から3ヵ月の見込み)の証明をお願いいたします。

年　　　　　　月　　　　　　日

記入方法について
■対象者がベネッセグループ健康保険組合の被扶養者の場合は、下記①～⑤をご記入ください。
　※給与等は所得税・雇用保険料等控除前の支給額をご記入ください。

■対象者が上記以外(夫婦共同扶養調査の配偶者の証明)の場合は、下記①・⑥をご記入ください。

② 給与等 ③ 交通費 ④ 総支給額 ⑤健康保険料控除額 ⑥標準報酬月額

円 円 円

円 円 円

円 円 円

千円

千円

千円

円 円 円

円 円 円

円

円

円

円

円

上記の通りであることを証明いたします。

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

給与支払(見込)証明書

① 支給年月

賞与（　　  　月）

令和　  年　   月

令和　  年　   月

令和　  年　   月

合　　計

氏 名

就 業 年 月 日

雇 用 契 約 変 更日 年　　　　　　月　　　　　　日

給与明細書を3ヵ月分提出できない方は
この用紙を勤務先に提出して証明を受けてください

※対象者が複数名いる場合はコピーしてご使用ください。

昭 和　・　平 成　・　令 和

昭 和　・　平 成　・　令 和

実 績　・　見 込

実 績　・　見 込

実 績　・　見 込

実 績　・　見 込

老齢（厚生）年金・企業年金・障害年金・遺族年金
等、受給しているすべての書類が必要です。

必要書類の説明

令和8年度　所得証明書

❸「給与明細書(コピー)」

● 支給年月、氏名、会社名の記載部分も必要
　（手書きの場合、勤務先の証明があるもの）
● 紛失や出勤がない月がある、働き始めて間もない、育児休業中
    であるなどの理由で3ヵ月分提出できない場合は、「給与支払証
    明書」の発行を勤務先に依頼

❷ 世帯全員の「住民票(原本)」 と 
　 別居先の世帯全員の「住民票(原本)」

❶ 調査対象者の「所得証明書(原本)」または「課税(非課税)証明書(原本)」

注意事項をご確認のうえ、書類をご用意ください。

入手先・発行元等

令和8年1月1日時点に
「住民票」があった
市区町村役所

い  つ

目  的

い  つ

目  的

い  つ

目  的

入手先・発行元等

お手元・勤務先

入手先・発行元等

市区町村役所

令和8年度　課税(非課税)証明書

●●●●●●●長　●●●●●●●●

発行所
押印印
印印印

123,456円

住　　　　所

氏　　　　名

合　  計　  所  　得  　金  　額 所　  得　 　控　　 除　 　計
給　    与　    所　    得

給　    与　    収　    入
う ち 専従者給与収入
公　的　年　金　収　入

【　　以　下　余　白　　】

【　　以 　下　 余 　白　　】

【　　以 　下　 余 　白　　】

課　　税　　標　　準　　計
課　  税　  総　  所　  得
課 税 分 離 譲 渡 所 得 等
課　税　山　林　所　得

【   以 下 余 白   】

【     以    下    余    白     】
他

他
本人障害

控除対象配偶者
配　偶　者　特　別　控　除

寡・勤

基　　  礎　　  控　  　除
地  震  保  険  料  控  除
生  命  保  険  料  控  除
社  会  保  険  料  控  除

非  該  当

老　人
特　定

特　別

町民税 県民税

生  年  月  日

証明番号　第　　　※※※　　　号

●●XX年XX月XX日

税額控除前所得割

減  免  前  所  得  割

税 

額 

控 

除 

等

扶
養
控
除

所
　
得
　
控
　
除
　
の
　
内
　
訳

内
　
訳

備
　
考

収  

入

所
　 

得
　 

の
　 

内
　 

訳

扶
障

所   得   割   減   免
所   　   得     　 割

均   　   等     　 割
均　等　割　減　免

均　等　割　軽　減
軽  減  前  均  等  割

減  免  前  均  等  割

控　除　不　足　額
16 歳 未 満 の 扶 養 親 族 の 数

町   県   民   税   額

調  整  控  除  額

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和8年XX月XX日

●●　●●

123,456円

123,456円

123,456円

123,456円
円
円
円
円

123,456円円

0円
0円
0円
0円
0円

1,000円

円
円
円

0円 円
円
円
円

円

0円 円 0円

0円0円

0円

0円

0円

3人

0人
0人
0人

0人
1人

0円 円 1,234円

123,456円 円 1,234円

123,456円

123,456円
123,456円

円 1,234円
123,456円円

円
1,234円

円
円

0円
0円

0円

0円
0円

円

円
円
円

0円

1,500円
12,345円

12,345円 12,345円

12,345円

12,345円

円
円
円
円
円
円
円

1,234円
1,234円

1,234円

1,234円

● 生年月日が平成20年4月1日以前の調査対象者のものを取得
● 源泉徴収票不可
● 市区町村の窓口での取得が難しい場合は郵送での取り寄せが可能
● 市区町村によっては証明書の名称が異なる場合あり

● 続柄・本籍地等の記載のあるもの
● 複数の調査対象者が記載されている場合は、世帯1部で可

令和8年度(令和7年1月～12月の収入が証明)のもの
令和7年1月～12月までの収入金額および収入の種類を確認
します。

直近連続3ヵ月分のもの
（4月・5月・6月または5月・6月・7月に発行されたもの)

給与月額および健康保険加入の有無を確認します。

直近3ヵ月以内に発行されたもの
同別居・居住地・日本国籍・他の優先扶養義務者や夫婦共同扶養
の配偶者（P3参照）の有無等を確認します。

被保険者と調査対象者を含む
世帯全員の住民票を取得してください。

収入の有無にかかわらず提出が必要です。
学生でも提出が必要です。

複数社に就労している場合、支給月毎の合計額に
て審査しますので、すべての就労先分が必要です。

● 発行年月、受給権者氏名の記載部分も必要
● 紛失した場合は、発行元に再発行を依頼

❹「年金振込通知書(コピー)」 または
　「年金額改定通知書(コピー)」

入手先・発行元等

お手元・日本年金機構 等

令和8年中に発行された直近のもの
直近の年金支払額（税金や介護保険料等が控除される前の金額）
および年金の種類を確認します。

い  つ

目  的

2026年06月度

XXX,XXX

XXX,XXXXX,XXX

X,XXX

❶および❷を取得
する際は、同封の「市区町
村役所で取得する

書類一覧・発行願書」を
ご利用ください。

料金後納
郵 便

親 展

　参考：改定前の年金額
（令和　　年　　日の
   年金額）

(

（この通知書は、年金額を証するものです。大切に保管してください。）

基礎年金番号 受給権者氏名年金コード

国民年金・厚生年金保険 年金額改定通知書
年金の種類 年金

印　影

厚  生  労  働  大  臣

●●XX年XX月XX日

令和 年 月からの
年金額

合計 年金額 ( 年 額 )

厚 生 年 金
保　　　険

国 民 年 金
(基礎年金)

基 本 額

支 給 停 止 額

年 金 額 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円 円

基 本 額

支 給 停 止 額

年 金 額 円

円

円

以下の金額を、ご指定の預貯金口座に振り込みます。
振り込みは令和　　年　　月から令和　　年　　月までの各偶数月に行われます。（「振込予定日」は裏面をご覧ください。）

内側にある内容をご確認いただき、確認後は大切に保管してください。

大 切 な お 知 ら せ

差出人 〒168-8505
東京都杉並区高井戸西
三丁目5番24号

矢印の方向へゆっくりはがしてご覧ください。水にぬれている場合は、よく乾かしてから開いてください。

年金振込通知書 （振込予定日）●●XX年XX月XX日

※年金額は、賃金や物価
　の変動に応じて毎年度
　改定を行う仕組みとな
　っており、令和４年度
　の年金額は、昨年度か
　ら０．４％の減額改定
　となります。

このお知らせを受け取られた方が、あて名記
載の受取人でない場合は、開封せず、お手数
をおかけしますが、「誤配」と記入し、郵便
ポストに投函してください。

開封前にあて名を
ご確認ください。！

〒700-0807
岡山県岡山市北区南方3-7-17
健保　太郎　様

健保　太郎

住　民　票

●●県●●市●●町●丁目●●番地● 住 所

世帯主 健保　太郎

１

氏名 健保　太郎 
住民票コード 【省略】 

生年月日 ●●XX年XX月XX日 

住所を定めた日 ●●XX年XX月XX日  性別 ● 続柄 ●●

住民となった日 ●●XX年XX月XX日  届出の年月日 ●●XX年XX月XX日  

２

氏名 ●● ●● 
住民票コード 【省略】 

生年月日 ●●XX年XX月XX日 

住所を定めた日 ●●XX年XX月XX日  性別　　　● 続柄 ●●

住民となった日 ●●XX年XX月XX日  届出の年月日 ●●XX年XX月XX日 

３

氏名 【以下余白】 
住民票コード  

生年月日  

住所を定めた日  性別  続柄  

住民となった日  届出の年月日  

この住民票の写しは、住所地市町村長から請求に係る住民票に記載されている（世帯全員の）事項が住

民基本台帳法第12条の4第3項の規定により通知され、その通知に基づき作成されたものです。 

令和XX年XX月XX日 

●●県●●市長 
発行所
押印印
印印印

株式会社●●●●
社員コード：XXXXXX　所属：●●●
社員名：健保　●●●

確定申告書類一式を
提出してください。

キャッシングサービスご利用明細
ご利用ありがとうございます。
お取引内容をお確かめのうえ、
お持ち帰りください。 ●●●銀行
取引銀行

取扱店

お取引内容

お取引後の残高 ( 円 )

お
受
取
人

ご
依
頼
人

お取引金額 ( 円 ) 手数料

お取扱日 時刻

取引店 口座番号

XXXXX

振込 ￥100,000 ￥540

￥1,722,208

2026 - 07 - 07 XX:XX

XXXXXXXXXXX XXX

振込金受取書　　　電信
●●●●銀行
●●●支店
普通　XXXXXXXXX
ｹﾝﾎﾟ　ｻﾁｺ

ｹﾝﾎﾟ　ﾀﾛｳ

電話番号 XX-XXXX-XXXX
取扱番号 XXXXXXX

● 総収入額から、当健康保険組合が認める直接的必要経費を差し引いた金額を確認
● 確定申告していない場合は、必要経費の確認ができないため扶養解除となります。
● 「町民税・県民税申告書」は不可

● 退職時の「源泉徴収票(コピー)」・「雇用保険受給資格者証(コピー)」
　・「離職票-1、-2(コピー)」など

❻-1 退職日が確認できるもの

❺「確定申告書(コピー)」および「収支内訳書(コピー)」または「青色申告決算書(コピー)」

入手先・発行元等

元勤務先

入手先・発行元等

入手先・発行元等

お手元・税務署

❶の「所得証明書」または「課税（非課税）証明書」に給
与収入が計上されているが、すでに退職していること
により、その収入が継続していないことを確認します。

令和7年分のもの
収入金額および事業の種類を確認します。
また、当健康保険組合が認める直接的必要経費の有無を確認します。

い  つ

目  的

❻-2「雇用保険受給状況等の確認書類(コピー)」
令和7年1月以降のもの
退職後の雇用保険受給有無と、受給している場合の日額を確認します。

い  つ

目  的

い  つ

目  的

令和7年1月以降のもの

令和8年分

〒123-4567
東京都◯◯◯区◯◯◯◯◯1-2-3

〒000-0000 東京都◯◯◯区◯◯◯◯◯◯◯◯◯

株式会社◯◯◯◯◯◯◯◯◯ 03-0000-0000

給与・賞与 3    860　 110 210　 110 1　 750

＊　　  44   03  14＊  R8  03  14

ｹﾝﾎﾟ　ﾀﾛｳ
健保　太郎

普通預金 -1
( 兼お借入明細 )

年　月　日 記号 お支払い金額(円) お預り金額(円) 差引残高(円) 備 考

2026-05-05
2026-05-18
2026-05-25
2026-05-27
2026-06-01
2026-06-19
2026-06-20
2026-07-05
2026-07-07
2026-07-27

100
100
100
100
100
900
100
100
100
900

＊8,768
＊100,000
＊1,560
＊80,000
＊100,000
＊37,000

＊100,000

＊1,450,768
＊1,350,768
＊1,349,208
＊1,269,208
＊1,169,208
＊1,132,208
＊1,782,208
＊1,982,208
＊1,882,208
＊2,622,208

＊650,000
200,000

＊740,000

○○○不動産

ｹﾝﾎﾟ ｻﾁｺ

ｹﾝﾎﾟ ｻﾁｺ

ｹﾝﾎﾟ ｻﾁｺ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

● 業務上の単身赴任による別居で配偶者世帯と同居している場合と、子が進学のための別居の場合は不要
● 誰から・誰へ・仕送り日・仕送り金額が確認できる「振込明細(コピー)」または被保険者の「通帳(コピー)」
　や、被扶養者の生活のために支払われた「家賃」や「水道光熱費」の領収証(コピー)など
● 「通帳(コピー)」を提出の場合は、被保険者名が記載の「通帳」の表紙と、該当金額の記載があるページ

❼「仕送り証明書(コピー)」
い  つ

目  的

入手先・発行元等

お手元・金融機関

● クレジットカードなどの「支払明細書」
● 現金の手渡し

直近3回分のもの
被保険者が別居している調査対象者の生計を維持しているかどうかを確認します。

該当箇所にマーカーをひいて、
送金額が分かるようにしてください。

不可

雇用保険失業給付の受給状況に応じた下記の書類を提出してください。
1. 受給中または受給終了…「雇用保険受給資格者証全ページ(コピー)」
2. 受給していない……「雇用保険失業給付等に関する誓約書(原本)」
3. 受給期間を延長中…「受給期間延長通知書(コピー)」
4. 受給資格なし………受給資格がないことがわかる書類「退職前の給与明細書等（コピー）」

1.ハローワーク
2.当健保ホームページ
3.ハローワーク
4.元勤務先

健保 
太郎 

様

（

令
和
七
年
分
以
降
用）

○
第
二
表
は
、
第
一
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
○
源
泉
徴
収
票
、
国
民
年
金
保
険
料
や
生
命
保
険
料
の
支
払
証
明
書
な
ど
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
は
添
付
書
類
台
紙
な
ど
に
貼

て
く
だ
さ
い
。

一連
番号

令和 ○ 所得から差し引かれる金額に関する事項

○ 住民税・事業税に関する事項

所得の種類 収 入 金 額 必要経費等 差 引 金 額種目・所得の
生 ず る 場 所

整理
番号年分の の確定申告書Ｂ所 得 税 及 び

復興特別所得税

○ 特例適用条文等

○ 所得の内訳（所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額）
所得の種類 種目・所得の生ずる場所又は

給与などの支払者の氏名・名称 収 入 金 額 所得税及び復興特別
所得税の源泉徴収税額

○
所得税及び復興特別
所得税の源泉徴収税額の
合 計 額

○ ・雑所得（公的年金等以外）､総合課税の配当所得 譲渡所得､一時所得に関する事項

損害を受けた資産の種類など損 害 の 原 因 損 害 年 月 日

・ ・

損害金額
保険金などで
補頡される
金 額

差引損失額の
うち災害関連
支出の金額

支払医療費等 保険金などで
補頡される金額

社会保険の種類 支払保険料 掛金の種類 支 払 掛 金

合 計

控

除

医
療
費

新生命保険料の計

新個人年金保険料の計

介護医療保険料の計

旧生命保険料の計

旧個人年金保険料の計

地震保険料の計 旧長期損害保険料の計

等

掛

金

控

除

小
規
模
企
業
共
済

料

控

除

生
命
保
険

料
控
除

地
震
保
険

控

除

寄
附
金

寄 附 先 の
所在地・名称

寄 附 金

控

除

障
害
者

氏 名

扶

養

控

除

○

配 偶 者 の 氏 名

生 年 月 日続 柄 額除控名氏の族親養扶象対除控

配 偶 者 控 除
配偶者特別控除

明 大・
昭 平・

○扶養控除額の合計

○

○

○

○

○

○

事
業
税

開始・廃止 月
日

他都道府県の事務所等

番
号

所得
金額

氏
名

寡婦（寡夫）控除

（ ）死 別
離 婚

生 死 不 明
未 帰 還

勤労学生控除

）（学校名

別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族
・ 事 業 専 従 者 の 氏 名 ・ 住 所

非 課 税 所 得 な ど 損益通算の特例適用前の
不 動 産 所 得

前年中の
開（廃）業

不動産所得から差し引いた
青 色 申 告 特 別 控 除 額

屋 号
住 所

氏 名
フリ ガナ

円 円

円

円円円

○ 事業専従者に関する事項

明 大・
昭 平・ ・ ・

事業専従者の氏名 個 人 番 号 続柄 生 年 月 日 従事月数・程度・仕事の内容 専従者給与（控除）額
円

円

円

事業用資産の譲渡損失など

氏
名

所得税で控除対象配偶者
な ど と し た 専 従 者

給
与

住
所

円円円

円円

合 計

円円

円円

円円

円

円

明 大・
昭 平・

明 大・
昭 平・ ・ ・

生 年 月 日

個人番号 国外居住

・ ・
個人番号 国外居住

万円

個人番号 国外居住

個人番号 国外居住

明 大・
昭 平・ ・ ・

明 大・
昭 平・ ・ ・

万円

配
偶
者（

特
別）

控
除

○

○

本
人
該
当
事
項

○

○

第
二
表

雑
損
控
除

○

社
会
保
険
料
控
除

○

○専従者給与（控除）額の合計額

・ ・
明 大・
昭 平・

円

万円

万円

都道府県、
市区町村分
住所地の共同募
金会､日赤支部分
条
例
指
定
分

都道府県

市区町村

自 分 で
納 付

給与・公的年金等に係

未満の方は給与所得以
外）の所得に係る住民
税の徴収方法の選択

住

民

税

氏 名 続柄 生 年 月 日 別 居 の 場 合 の 住 所

歳
未
満
の
扶
養
親
族

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

平

平

平

個 人 番 号

寄
附
金
税
額
控
除

円

配当に関する
住民税の特例

非居住者
の 特 例

円円

配
偶
者

同
一
生
計

給与から
差 引 き

配当割額
控 除 額

株式等譲渡所
得割額控除額

円円

第
一
表

（

令
和
七
年
分
以
降
用）

受付印

納 管

事 業

住 民

資 産

総 合

分 離

検 算

通 信
日付印

年月日

・・
一 連
番 号Ｌ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ
整

理

欄

区
分
異
動
管
理

年 月 日
名
簿

補
完

確
認

復
興
特
別
所
得
税
額
の
記
入
を
お
忘
れ
な
く｡

税

金

の

計

算

そ

の

他

届

出

延
納
の

○
○
○
○
○

配 当 控 除

課税される所得金額
（○－○）

又 は 第 三 表 の ○

災 害 減 免 額

区
分

区
分

又は第三表
上の○に対する税額

区
分

区
分

配偶者の合計所得金額

専従者給与（控除）額の合計額

青色申告特別控除額

本年分で差し引く繰越損失額

平均課税対象金額

延 納 届 出 額

申告期限までに納付する金額

変動･臨時所得金額

納める税金

還付される税金

所得税及び復興
特別所得税の
第３期分の税額

差 引 所 得 税 額

（特定増改築等）
住宅借入金等特別控除

政党等寄附金等特別控除
住宅耐震改修特別控除
住宅特定改修･認定住宅
新築等特別税額控除

復興特別所得税額

（○－○）

（○－○）

再 差 引 所 得 税 額
（ 基 準 所 得 税 額 ）

所得税及び復興特別所得税の額

外国税額控除
所得税及び復興特別
所得税の源泉徴収税額

所得税及び復興特別
所得税の予定納税額
（第１期分・第２期分）

所得税及び復興特別
所得税の申告納税額

収

入

金

額

等

所

得

金

額

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

事

業

営 業 等

農 業

雑

総
合
譲
渡

公的年金等

そ の 他

短 期

長 期

不 動 産

利 子

配 当

給 与

一 時

事

業

営 業 等

農 業

給与

寄 附 金 控 除

勤労学生、障害者控除

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

１

２

３

４

５

６

７

８

９

○
○
○

小規模企業共済等掛金控除

生命保険料控除

地震保険料控除

扶 養 控 除

基 礎 控 除

合 計

寡婦、寡夫控除

配偶者（特別）控除 区
分

の書面提出有 の２の書面提出有

）（ － －
○印

税 理 士
署 名 押 印
電 話 番 号

青 色 分 離 損 失 修 正 特 農

住 所

又 は
事業所
事務所
居所など（ ）

平 成 年
１ 月 １ 日
の 住 所

フリガナ

氏 名

性 別
男 女
生年
月日

種類 特農の
表 示

整 理
番 号

電話
番号・ ・

自宅・勤務先・携帯
－ －

職業 屋号・雅号 世帯主の氏名 世帯主との続柄

○印

〒 －

（単位は円）

申告書Ｂ令和
第
一
表

税務署長
年 月 日 年分の の所 得 税 及 び

復興特別所得税

総 合 譲 渡 ・ 一 時
○＋｛（○＋○）×／｝ケ コ サ 1 2

区
分

不 動 産

利 子

配 当

雑

区
分

未納付の所得税及び復興特別
所得税の源泉徴収税額

雑所得・一時所得等の所得税及び復興特別
所得税の源泉徴収税額の合計額

○－○－○－○－○
－○－○－○－○－○）（

（○－○－○）

●
●

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

（○＋○）

国 出

個人番号

受

取

場

所

還
付
さ
れ
る
税
金
の

郵便局
名 等

預金
種類

普通 当座 貯蓄

口座番号
記号番号

銀行
金庫 組合
農協 漁協

本店 支店
出張所
本所 支所

納税準備

・
・

・

・

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

○
○～

○
○～

○
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健康保険法施行規則第50条に基づき、被扶養者に認定されている方が、健康保険の認定基準を
満たしているかを確認し、加入者間の不公平を是正するために行うものです。厚生労働省からも
各健康保険組合において、年1回実施するよう通知されております。
なお、証明書類取得にかかる費用や交通費は全額自己負担となります。

Q.1

Q.2

給
与
収
入

調
査
全
般

夫
婦
共
同
扶
養

Q.12

Q.13

今後1年間の収入見込で審査をご希望の場合は、被保険者・配偶者双方の今後1年間の収入が確認
できる書類をご提出ください。
提出後、扶養解除となる場合のみご連絡いたします。

被保険者と配偶者の収入の比較は標準報酬月額で行う(P3参照)とのことですが、標準報酬月額だと
配偶者の方が多いのですが、賞与を含む今後の1年の収入は被保険者の方が多くなる見込です。子の
扶養は解除になりますか？

お子様を被扶養者として認定する際は、厚生労働省の通知(R3.4.30通知 保保発0430第2号・保国
発0430第1号)により、夫婦共働きで夫婦双方に収入がある場合は、年間収入の多い方の被扶養
者とすることが原則となります。
そのため｢健康保険被扶養者資格調査｣では、お子様を被扶養者として認定されてから、一定期間
が経過している世帯を対象として、当健康保険組合の被扶養者でない配偶者の収入証明を提出
いただき、お子様の主たる生計維持者を確認いたします。

自分(被保険者)が主として子を扶養しているのに、なぜ配偶者の収入証明を提出しなければならないのですか？

そ
の
他

Q.14
期限内に提出できる書類をご提出ください。遅れる書類については、調査書の余白部分に「書類
名・提出予定日」をご記入のうえ、ご提出ください。
提出時期によっては督促通知が届く場合がありますのでご了承ください。
また、最終期限として2026年10月30日（金）までに書類の提出がない（不備書類含む）場合は、扶養
解除の対象となりますのでご注意ください。

提出期限までに取得できない書類がありますが、どうしたらよいでしょうか。

Q.3
9月30日までに退職する方は調査対象外となりますので、お送りしたオレンジ色封筒に「●月●日
被保険者退職」とご記入のうえ、ご提出ください。
10月1日以降に退職予定の方は、書類の提出が必要となります。

被保険者は会社を退職します。書類の提出は必要ですか？

Q.5

受診日時点で当健保組合の資格がないため、全額自己負担となります。

人間ドック・歯科検診を予約していましたが、今回の被扶養者調査の結果、扶養解除になりました。
解除日以降に受診した場合はどうなりますか？

本調査は何のために行うのですか？

【健康保険法施行規則第50条】
● 保険者は、毎年一定の期日を定め、資格確認書の検認若しくは更新または被扶養者に係る確認を
　することができる
【厚生労働省通知】
● 厚生労働省保険局長通知（保発第1029004号）…資格確認書の検認については、保険給付の適正化
　の観点から、毎年実施すること
● 厚生労働省保険局課長通知（保保発第1029005号）…資格確認書の検認または更新に際しては、
　被扶養者の認定の適否を再確認すること

すべての収入です。
給与・賞与・交通費（非課税交通費も含む）・手当・事業収入の他、各種年金、利子・配当、不動産収入、
雇用保険給付金などすべてを含みます。 

年間収入とはどのような収入ですか？

Q.4
今回の調査は全被扶養者が対象となりますが、一部下記に該当する方は対象外となっています
ので、条件をご確認ください。
＜対象外の条件＞
①令和8年1月1日以降に新たに認定された被扶養者は調査対象外
　（ただし、合併・転籍時に審査省略にて扶養継続となった方は調査対象に含める。また、同一世帯に令和7年
　  12月31日以前に認定された被扶養者がいる場合は、その世帯全体を調査対象とする。）
②被保険者の配偶者が被扶養者となっている世帯で、生年月日が平成20年4月2日以降の子は調査
　対象外。

調査書に、扶養に入っているはずの小学生の子の名前が記載されていません。なぜでしょうか。

よくある質問

Q.7

働き始めや紛失などで手元に3ヵ月分の「給与明細書」がない場合は、勤務先に「給与支払証明書」
の発行を依頼し、ご提出ください。
途中勤務していない月がある場合も、勤務先に「給与支払証明書」の発行を依頼し、働いていない
月については、給与が「0円」である旨を証明してもらってください。
すでに退職した場合は、「退職日が確認できるもの」と「雇用保険受給状況等の確認書類」（P5参照）
をご提出ください。

直近連続3ヵ月分の「給与明細書」の提出を求められていますが、3ヵ月分揃わない場合はどうすればよ
いですか？

所
得
証
明
書

Q.9

Q.10
取得できます。

被扶養者は無職無収入ですが、「所得証明書」または「課税(非課税)証明書」は取得できるのでしょうか？

Q.11
その年の1月1日時点で住民登録があった市区町村で取得できます。

今年引越しをしました。「所得証明書」や「課税（非課税）証明書」はどの市区町村で取得できますか？

学生であっても収入の確認が必須となります。
収入が無いことを「所得証明書」または「課税(非課税)証明書」にて確認しますので、必ず提出して
ください。

被扶養者は学生で収入がありませんが、「所得証明書」または「課税(非課税)証明書」をわざわざ提出する
必要はあるのでしょうか？

給
与
収
入

Q.8

事業主の人手不足による労働時間延長に伴い一時的に収入が増加し、収入基準（P3収入基準参照）
が超過した場合は、通常定められた書類と併せて下記4点をご提出ください。

1. ｢一時的な収入変動である旨の事業主の証明｣  URL  　
　https://www.mhlw.go.jp/content/001159348.pdf
2. 過去1年間の「給与明細書(コピー)」
3. ｢雇用契約書(コピー)｣または「労働条件通知書（コピー）」
4. 該当月のみ収入増加である理由を記入した｢申立書｣
※特定の事業主と雇用関係にない場合(フリーランス・自営業等)については対象となりません。
※提出書類を確認のうえ総合的に判断しますので、事業主の証明の提出をもって認定されるもので
　はないことを十分ご留意ください。
※事業主証明は原則として連続2回（2年）までが上限です。3回（3年）連続で提出された場合、3回目
　の証明は無効となります。

パートで就労していますが、人手不足で一時的に収入が増加しました。｢130万の壁支援パッケージ｣に
該当すると思いますが、提出書類はなにが必要ですか？

Q.6

収入月額が1ヵ月でも基準を満たさない場合（P3収入基準参照）は、扶養認定解除となります。

給与の月額が108,334円以上の月がありますが、年間では130万円を超えないように調整予定ですので、
扶養認定は継続できますか？
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健康保険法施行規則第50条に基づき、被扶養者に認定されている方が、健康保険の認定基準を
満たしているかを確認し、加入者間の不公平を是正するために行うものです。厚生労働省からも
各健康保険組合において、年1回実施するよう通知されております。
なお、証明書類取得にかかる費用や交通費は全額自己負担となります。

Q.1

Q.2

給
与
収
入

調
査
全
般

夫
婦
共
同
扶
養

Q.12

Q.13

今後1年間の収入見込で審査をご希望の場合は、被保険者・配偶者双方の今後1年間の収入が確認
できる書類をご提出ください。
提出後、扶養解除となる場合のみご連絡いたします。

被保険者と配偶者の収入の比較は標準報酬月額で行う(P3参照)とのことですが、標準報酬月額だと
配偶者の方が多いのですが、賞与を含む今後の1年の収入は被保険者の方が多くなる見込です。子の
扶養は解除になりますか？

お子様を被扶養者として認定する際は、厚生労働省の通知(R3.4.30通知 保保発0430第2号・保国
発0430第1号)により、夫婦共働きで夫婦双方に収入がある場合は、年間収入の多い方の被扶養
者とすることが原則となります。
そのため｢健康保険被扶養者資格調査｣では、お子様を被扶養者として認定されてから、一定期間
が経過している世帯を対象として、当健康保険組合の被扶養者でない配偶者の収入証明を提出
いただき、お子様の主たる生計維持者を確認いたします。

自分(被保険者)が主として子を扶養しているのに、なぜ配偶者の収入証明を提出しなければならないのですか？

そ
の
他

Q.14
期限内に提出できる書類をご提出ください。遅れる書類については、調査書の余白部分に「書類
名・提出予定日」をご記入のうえ、ご提出ください。
提出時期によっては督促通知が届く場合がありますのでご了承ください。
また、最終期限として2026年10月30日（金）までに書類の提出がない（不備書類含む）場合は、扶養
解除の対象となりますのでご注意ください。

提出期限までに取得できない書類がありますが、どうしたらよいでしょうか。

Q.3
9月30日までに退職する方は調査対象外となりますので、お送りしたオレンジ色封筒に「●月●日
被保険者退職」とご記入のうえ、ご提出ください。
10月1日以降に退職予定の方は、書類の提出が必要となります。

被保険者は会社を退職します。書類の提出は必要ですか？

Q.5

受診日時点で当健保組合の資格がないため、全額自己負担となります。

人間ドック・歯科検診を予約していましたが、今回の被扶養者調査の結果、扶養解除になりました。
解除日以降に受診した場合はどうなりますか？

本調査は何のために行うのですか？

【健康保険法施行規則第50条】
● 保険者は、毎年一定の期日を定め、資格確認書の検認若しくは更新または被扶養者に係る確認を
　することができる
【厚生労働省通知】
● 厚生労働省保険局長通知（保発第1029004号）…資格確認書の検認については、保険給付の適正化
　の観点から、毎年実施すること
● 厚生労働省保険局課長通知（保保発第1029005号）…資格確認書の検認または更新に際しては、
　被扶養者の認定の適否を再確認すること

すべての収入です。
給与・賞与・交通費（非課税交通費も含む）・手当・事業収入の他、各種年金、利子・配当、不動産収入、
雇用保険給付金などすべてを含みます。 

年間収入とはどのような収入ですか？

Q.4
今回の調査は全被扶養者が対象となりますが、一部下記に該当する方は対象外となっています
ので、条件をご確認ください。
＜対象外の条件＞
①令和8年1月1日以降に新たに認定された被扶養者は調査対象外
　（ただし、合併・転籍時に審査省略にて扶養継続となった方は調査対象に含める。また、同一世帯に令和7年
　  12月31日以前に認定された被扶養者がいる場合は、その世帯全体を調査対象とする。）
②被保険者の配偶者が被扶養者となっている世帯で、生年月日が平成20年4月2日以降の子は調査
　対象外。

調査書に、扶養に入っているはずの小学生の子の名前が記載されていません。なぜでしょうか。

よくある質問

Q.7

働き始めや紛失などで手元に3ヵ月分の「給与明細書」がない場合は、勤務先に「給与支払証明書」
の発行を依頼し、ご提出ください。
途中勤務していない月がある場合も、勤務先に「給与支払証明書」の発行を依頼し、働いていない
月については、給与が「0円」である旨を証明してもらってください。
すでに退職した場合は、「退職日が確認できるもの」と「雇用保険受給状況等の確認書類」（P5参照）
をご提出ください。

直近連続3ヵ月分の「給与明細書」の提出を求められていますが、3ヵ月分揃わない場合はどうすればよ
いですか？

所
得
証
明
書

Q.9

Q.10
取得できます。

被扶養者は無職無収入ですが、「所得証明書」または「課税(非課税)証明書」は取得できるのでしょうか？

Q.11
その年の1月1日時点で住民登録があった市区町村で取得できます。

今年引越しをしました。「所得証明書」や「課税（非課税）証明書」はどの市区町村で取得できますか？

学生であっても収入の確認が必須となります。
収入が無いことを「所得証明書」または「課税(非課税)証明書」にて確認しますので、必ず提出して
ください。

被扶養者は学生で収入がありませんが、「所得証明書」または「課税(非課税)証明書」をわざわざ提出する
必要はあるのでしょうか？

給
与
収
入

Q.8

事業主の人手不足による労働時間延長に伴い一時的に収入が増加し、収入基準（P3収入基準参照）
が超過した場合は、通常定められた書類と併せて下記4点をご提出ください。

1. ｢一時的な収入変動である旨の事業主の証明｣  URL  　
　https://www.mhlw.go.jp/content/001159348.pdf
2. 過去1年間の「給与明細書(コピー)」
3. ｢雇用契約書(コピー)｣または「労働条件通知書（コピー）」
4. 該当月のみ収入増加である理由を記入した｢申立書｣
※特定の事業主と雇用関係にない場合(フリーランス・自営業等)については対象となりません。
※提出書類を確認のうえ総合的に判断しますので、事業主の証明の提出をもって認定されるもので
　はないことを十分ご留意ください。
※事業主証明は原則として連続2回（2年）までが上限です。3回（3年）連続で提出された場合、3回目
　の証明は無効となります。

パートで就労していますが、人手不足で一時的に収入が増加しました。｢130万の壁支援パッケージ｣に
該当すると思いますが、提出書類はなにが必要ですか？

Q.6

収入月額が1ヵ月でも基準を満たさない場合（P3収入基準参照）は、扶養認定解除となります。

給与の月額が108,334円以上の月がありますが、年間では130万円を超えないように調整予定ですので、
扶養認定は継続できますか？
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① 「健康保険被扶養者（更新）（異動）届」に扶養解除理由と解除日を記入。
② ①の解除対象者氏名を二重線で抹消し、側に「扶養解除済」と記入。
③ 各会社・団体の人事担当者まで提出。

　当健康保険組合では、下記要領で令和8年度の被扶養者資格調査(検認)を
実施しますので、必要書類の提出をお願いいたします。

被扶養者資格調査(検認)実施要項

各会社・団体の人事担当者 様

被扶養者の資格調査(検認)ご協力のお願い
毎年資格調査を実施します

重  要

被扶養者の解除手続きについて

ベネッセグループ健康保険組合に加入している全被扶養者

令和8年7月9日（木）～8月17日（月）
令和8年8月17日（月）必着

ベネッセグループ健康保険組合からのお知らせ

調査対象

実施時期
提出期限
提出書類

提  出  先

① 「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」［別紙］
② 収入状況（扶養状況）を確認できる書類
       ※対象者の続柄により提出書類が異なりますので、①「健康保険被扶養者
　　   (更新)(異動)届」をご確認のうえ、必要書類をご提出ください。
　   ※ご提出の際は、本紙が入っていた封筒を再利用してください。

● 資格審査を公平かつ厳正に行うために、当健康保険組合が指定する公的な証明書等のご提出をお願いします。
● 書類の作成費用等、資格審査の手続きに要する費用は、被保険者の個人負担となります。
● 提出いただいた書類は返却できませんのでご了承願います。
     ※本調査においてご報告頂く個人情報に関しては、今後の適正な認定および資格確認のために使用するもので、当該業務の目的以外に
　　 使用することはありません。

● 個人情報保護の取り組みにつきましては、当健康保険組合ホームページの「個人情報保護に関する基本方針」   
   をご参照ください。
● 当健康保険組合は、本調査を「株式会社 法研」に委託いたします。委託にあたっては委託先の適正な管理 
   および監督を行います。

!
本状は、厚生労働省の指導（健康保険法施行規則第50条）に基づく、扶養認定調査です。
「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」の未提出および添付書類不足の場合は、当健康保険組合の
指定する日で、健康保険の資格が喪失となり、「マイナ保険証」および「資格確認書」が使えなく
なります（病院での医療費等が全額自己負担になります）ので、速やかに必要書類をご提出ください。

こんな時は被扶養者解除手続きが必要です。

被扶養者は、被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。日常の生活実態
が大きく変化し、被扶養者が経済的に自立するなど、被扶養者としての認定基準を満たさなく
なった場合は、速やかに被扶養者解除手続きを行ってください。

● 就職して、就職先の健康保険組合に
    加入したとき。

● 勤務先の健康保険組合に加入したとき。

● 収入超過が見込まれるとき。
（収入基準はP3をご確認ください）

● 離婚・死亡したとき。

● 他の家族の被扶養者となったとき。

● 同居条件の被扶養者が別居したとき。

① 「健康保険被扶養者（更新）（異動）届」に扶養解除理由と解除日を記入。
② 解除対象者の「資格確認書（発行されている方のみ）」を①と同封。
③ 各会社・団体の人事担当者まで提出。
　※提出する際は、封筒に記載されている提出物「□被扶養者(更新)(異動)届」「□資格確認書
　　（発行されている方のみ）」に必ず□。

■ これから被扶養者の扶養解除手続きをする場合

■ すでに被扶養者の扶養解除手続きが終了している場合

「資格確認書」が
発行されていれば、
返却が必要なのね

リーフレット

※「被保険者証」を紛失した場合は、「滅失届」(当健康保険組合HPよりダウンロード)を提出してください。※「被保険者証」を紛失した場合は、「滅失届」(当健康保険組合HPよりダウンロード)を提出してください。※「資格確認書」が発行されている方で、紛失した場合は、「資格確認書滅失届」(当健康保険組合HPよりダウンロード)を提出してください。

［ 開設期間 令和8年7月9日（木）～11月30日（月）］

ベネッセグループ健康保険組合
https://www.benesse-kp.or.jp/

お問い合せ先
(日本語対応のみ)

ベネッセグループ健康保険組合 被扶養者調査専用 法研コールセンター
TEL:03-5213-4574 9:00～17:00  土・日・祝日・年末年始を除く

※データの処理の都合上、すでに扶養解除手続きが終了している方にも｢健康保険被扶養者
　(更新)(異動)届｣が届く場合があります。

＜補足＞

扶養解除の
手続きをする場合は、

「資格確認書（発行されている方のみ）」
［原本］を返却してください。

ベネッセグルー
プ健康保険組

合

提出期限:令和
8年8月17日(

月) 必着

【 健康保険被
扶養者(更新)(

異動)届 】 〈
 配偶者用 〉

は　い

いいえ

お手元・
金融機関

※被保険者が
社命により単

身赴任中の場
合は不要

※「仕送り証明
書」は「振込明

細」または「通
帳」

※誰から・誰
に・仕送り日・

仕送り金額が
わかるもの

※詳細はリー
フレットP6 ❻

-2を参照
※詳細はリー

フレットP6 ❻
-1を参照

年  齢
続  柄

居住地

〈扶養解除理由
〉

〈扶養解除日
〉 令和　　　　

　  年　　  　
　　月　　　

  　　日

扶養
解除

氏  名

同別居

調
査
対
象
者

□ ⑴ 同居
□ ⑵ 別居：被保

険者が単身赴
任中

□ ⑶ 別居：上記
以外（ 理由記入　　

　　　 　　　
　　　　）

□ 日本に居住　□
 海外に居住

職業等
□ ⑴ 給与所得

者　□ ⑵ 自営業　□
 ⑶ 学　生

□ ⑷ 年金受給
者　□ ⑸ 無　職

生年
月日

以下のQ1～Q
5の質問すべて

にお答えくださ
い。 「はい」とお

答えの場合は、
各必要書類をご

用意のうえ、記
入欄の該当項

目を記入してく
ださい。

チェック欄

発行元

勤務先

元勤務先

日本年金
機構 等

税務署

必要書類

記入欄

Q1. 調査対象
者は給与収入

(アルバイト・パ
ート等含む)が

ありますか？

□⑴老 齢　　□⑵遺 族　　□⑶障 害

□⑷その他 
 (　　　　 　　　　　　 

   　　　)

 (　 　　　　　　     　　
　)

□⑴受  給  中　
  □⑵受給期間延

長中

□⑶受給終了　
   □⑷受給資格な

し

Q2. 調査対象
者は年金収入

がありますか？

Q3. 調査対象
者は給与・年金

以外の収入が
ありますか？ 両方両方両方

両方両方両方

□⑴営 業　□⑵不動産　 □⑶農 業

□⑷  雑

□⑸その他

調査対象者の
令和7年分 「確

定申告書（控）
」［コピー］

調査対象者の
令和7年分 「収

支内訳書」［
コピー］ または

「青色申告決
算書」［コピー

］

調査対象者の
退職日が確認

できるもの

調査対象者の
雇用保険失業

給付の受給状
況等の確認書

類［コピー］

調査対象者の
令和8年直近

の「年金振込通
知書」［コピー

］または

「年金額改定
通知書」［コピ

ー］

調査対象者の
令和8年直近

連続3ヵ月分の
 「給与明細書

」［コピー］

※発行年月、
氏名の記載部

分も必要

※企業年金、
老齢(厚生)年

金、障害年金
、遺族年金等

、受給している
すべての年金

が対象

※支給月、氏
名、会社名の

記載部分も必
要

※紛失や出勤
がない月があ

る、働き始め
て間もないな

どの理由で3ヵ
月分提出でき

ない

　場合は、「給
与支払（見込

）証明書」を勤
務先へ作成依

頼

Q4. 調査対象
者は現在無職

で、令和7年1
月1日以降に退

職しましたか？
令和　　　　

　年　　　　
　月　　　　

　日
［ 退職日 ］

［ 雇用保険失
業給付受給状

況 ］

［ 年金の種類
 ］

［ 収入の種類
 ］

は　い

いいえ

は　い

いいえ

は　い

いいえ

は　い

いいえ

Q5. 調査対象
者は被保険者

と別居してい
ますか？

□ ⑴ 有
□ ⑵ 無

被
保
険
者

氏　名

本紙「健康保
険被扶養者(更

新)(異動)届」に
ついて記入し

た内容は事実
と相違があり

ません。

提出日

住　所

日中連絡先

記号番号

標準報酬
月額

資格取得日

令和8年　　
　　　　　月

　　　　　　
　日

〒

生年月日
性　別

配偶者

直近3回分の「
仕送り証明書

」［コピー］

自署

※個人事業収
入・不動産収

入・株式配当
金等

必ずご提出
いただく書類

チェック欄

必要書類

必ずご提出
いただく書類

該当項目に□
チェックおよび

記入のうえ、本
紙と必要書類

を一緒にご提
出ください。

※令和7年1月
～12月中の収

入が計上され
ているもの

調査対象者の
令和8年度「所

得証明書」［
原本］ または 「課税（

非課税）証明書
」［原本］

発行元

市区町村
役所

世帯全員の「住
民票」［原本］

※直近3ヵ月以
内に発行され

た世帯全員分
のもの　※続

柄・本籍地の記
載があるもの

※被保険者と
調査対象者が

別居している
場合は、双方

の「住民票」が
必要

両方両方両方

常務理事

事務使用欄

事務長
担当者

事業所所在地

名　　　称

事業主氏名

電　　　話

事業所担当者
様へお願い：こ

の用紙を「異動
届」として使用

する場合は【正
】・【副】を提出

してください。

※調査対象者
の年間収入が

被保険者の年
間給与収入の

2分の1以上に
なる場合は、

被保険者の給
与以外の収入

がわかるもの（
直近の「年金

通知書」・「確
定申告書」等

の

　[コピー] ）を
併せてご提出

ください。添付
がない場合は

、給与以外の収
入なしとして審

査を実施しま
す。

【ベネッセグループ健康保険組合からの重要書類】
令和8年度 健康保険被扶養者(更新)(異動)届 在中

この封筒を再利用して書類を提出していただきます。丁寧に開封してください。
　　書類提出時は「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」の氏名欄が見えるように封入してください。

この封筒を再利用して書類を提出していただきます。丁寧に開封してください。
ポストに投函しないでください。

ベネッセグループ健康保険組合

提出期限

提 出 先 各会社・団体の人事担当者

提 出 物

□ 「健康保険被扶養者(更新)(異動)届」
□ 「所得証明書（課税（非課税）証明書）」、「住民票」
□ その他、該当する書類
□ 「健康保険資格確認書（発行されている方のみ）」(扶養解除をする方)

この封筒に入れる前に、今一度「健康保険被扶養者（更新）（異動）届」を
ご確認のうえ、書類を揃えてご提出をお願いいたします。

【 封入された書類に□をお願いします 】

令和8年8月17日(月) 必着

https://www.benesse-kp.or.jp

本状は、厚生労働省の指導（健康保険法施行規則第50条）に基づく、扶養認定調査です。
期限までに回答いただけない場合は、健康保険の資格を喪失し、「マイナ保険証」・「健康
保険資格確認書」が使えなくなります。（病院での医療費等が全額自己負担になります）宛名を確認
して開封したのち、速やかに必要書類を提出してください。
!

お問い合せ先

委 託 先

【 被扶養者資格調査窓口 】土・日・祝日・年末年始を除く 9:00～17:00
法研コールセンター TEL:03-5213-4574

重 要

〒162-0813  東京都新宿区東五軒町6番22号 フロントプレイス飯田橋２F 201
株式会社 法研 ベネッセグループ健康保険組合 被扶養者資格調査 担当

［ 開設期間  令和8年7月9日（木）～11月30日（月）］

ポストに投函
しないでください×

見本

① 令和8年1月1日以降に認定された被扶養者を除く。
    （合併・転籍時に審査省略にて扶養継続となった方は対象とします）
　 ただし、同一世帯に令和7年12月31日以前に認定されている被扶養者
　 がいる場合は、併せて調査対象とする。
② 被保険者の配偶者が被扶養者になっている世帯で、生年月日が平成20年
　 4月2日以降の「子」は調査対象外とする。

ベネッセグループ健康保険組合　被扶養者調査案内　仕上がりサイズ：A4(W210 × H297mm )・中綴じホッチキス留め(左綴じ)・ 4/4C・【 表紙 / P8 】 2026/06/12/13:19




